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1.1 新型コロナウイルス感染防止の基本事項 

（１）新型コロナウイルス感染症の感染経路について 

  新型コロナウイルスは、一般的には飛沫感染、エアロゾル感染（マイクロ飛沫感染）、

接触感染で感染します。 

・「飛沫感染」とは： 感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出

され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染することを言います。 

・「接触感染」とは： 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れ

るとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻

を触ることにより粘膜から感染することを言います。WHO は、新型コロナウイルスは、

プラスチック表面では最大 72 時間、ボール紙では最大 24 時間生存する等としています
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-

1）。 

 

（２） 一般的な予防方法と「新しい生活様式」及びイベント開催における留意事項 

  T リーグでは、厚生労働省の示す「新しい生活様式」及び内閣官房コロナ室による「基

本的対処方針に基づくイベントの開催制限施設の使用制限等に係る留意事項等について」

（２０２２年１１月２５日）等の事務連絡その他行政の示す指針のうち、T リーグの運営に

関連するものに基づいて、運営を実施して参ります。 

  ここでは、４つの項目で感染拡大防止の実践例が示されていますが、次の事項はスポー

ツの分野でも特に重要な事項です。 

 

  ア. 一人ひとりの基本的感染対策（３つの基本） 

① 人と人とが触れ合わない間隔の確保。ただし、声出し応援エリアを設ける場合、  

声出し応援エリア内においては、最低１ｍの身体的距離の確保 

  ② マスクを正しく着用する *p.6 の正しいマスクの着用を参照 

  ③ 手洗い 

 

  イ. 日常生活を営む上での基本的生活様式 

・まめな手洗い、手指の定期的な消毒 

   ・1 時間に 2 回以上、かつ、1 回に 5 分以上の換気を行うまた乾燥する場面では 

 
Ｔリーグ新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 

ガイドライン１ ： 感染防止の基本指針 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1
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    湿度 40％以上を目安に加湿する。 

   ・身体的距離の確保 

   ・「３密」（密集、密接、密閉）の回避 

   ・毎朝の体温測定、健康チェック 

  ウ. 働き方の新しいスタイル 

   ・チーム内での会議(ミーティング)や打ち合わせはオンライン。やむを得ず対面での

打ち合わせは換気(1 時間に 2 回以上、かつ、1 回に 5 分以上)とマスクを正しく着

用する。 

  
  ＊変異株の拡大も踏まえ、正しいマスクの着用を励行すること。 
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エ．コロナ禍における PDCA サイクルの構築 

・クラスター発生時、ガイドライン遵守状況・実効性確保等の PDCA が適切に回るよ

うに関係各所との連携を図ること 

・セントラル開催、ホーム開催、その他イベント(チームイベントを含む)を開催する

際には保健所等への協力をおこなうこと 

・リーグ又はチームは必要に応じて、保健所等とも連携しながら、感染状況等の実態

把握に努めること 

・実態把握を踏まえたガイドラインの適切な見直しを引き続き行っていく。 

   ・ガイドラインの要点をまとめたチェックリストを活用し、感染症対策を徹底する。 

 

オ．今後も変異株への置き換わりが進んでいく可能性を踏まえた対策 

   ・国内では B.1.1.7 系統の変異株（アルファ株）に始まり、 B.1.617.2 系統の変異株

（デルタ株）、B.1.1.529 系統の変異株（オミクロン株）に置き換わってきた背景

を鑑み、今後も新たな変異株への置き換わりが進んでいく可能性を踏まえ人の流れ

を抑制するための措置等を講じる、積極的な検査戦略を実施するなど徹底した感染

防止策を講じていく。 

   ・会場等に可能な限り、CO2 モニターを設置(1000ppm 以下)や換気用のフィルター

式空気清浄機やサーキュレーター等の設備を設置し、常に空気の循環を行うように 

    すること。 

 

（３）イベント開催時の基本的な感染防止策 

  イベントは「３密」の起こりやすい環境として特に注意が必要です。スポーツに即して

いえば、試合をはじめ、日常の練習もイベントの一環と言えます。国は「イベント開催等に

係る基本的な感染防止策」として、ウイルスを持ち込まない、持ち込んでも感染させない、

感染しても広げない、として以下を示しています。 

  Ｔリーグのガイドラインもこの３項目が感染防止策の基本となります。 

 

  ア. ウイルスを持ち込まない 

 会場（試合会場、練習場）にウイルスを持ち込まない、すなわち感染者の入場を回避

することが大前提となります。 

①スタッフ（選手含む）の体調管理 

②その他来場者の体調管理 
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  イ. 持ち込んでも感染させない 

 仮に感染者が入場した場合でも、会場内での感染拡大を防ぐことは可能です。そのた

めの対応策の基本は以下となります。 

① マスクを正しく着用する 

  ② 大声を出さない 

  ③ 定期的な消毒 

④ 法令を巡視した空調設備の設置、密閉の回避、換気(1 時間に 2 回以上、かつ、1 回

に 5 分以上)の実施 

  ⑤ 密集・密接の回避 

  ⑥ 飲食時の感染対策の徹底 

  ⑦ 催物前後の行動管理 

 

  ウ. 感染しても広げない 

 試合等のイベントで感染者が確認された場合、会場外での感染拡大を防止することも

イベント主催者の対策として含まれます。 

①関係者の連絡先把握  

➁関係者自身による感染把握 

 

（４）Ｔリーグで感染を注意すべき関係者 

  選手本人だけでなく、選手と頻繁に接するすべての関係者に同様の対応が必要です。 

 ① チーム：選手、チームスタッフ、及びその家族・同居人 

 ② 試合運営に関わるすべてのスタッフ：マッチコミッショナー、審判、ボランティア、

  設営撤収・警備・販売・中継等のスタッフ等 

 ③ メディア 

 ④ ファン・観客 
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イベント開催等における必要な感染防止策 

 

基本的な感染防止策 
１．イベント参加者の感染対策 
（１）感染経路に応じた感染対策 
 ①飛沫感染対策 

□適切なマスク(不織布マスクを推奨。以下同じ。)の正しい着用の周知・徹底 
※適切なマスクの正しい着用については、厚生労働省HP「マスクの着用について」を参照。なお、屋外において、他者と 
距離がとれない場合であっても会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は必要ないことに留意すること。 

□イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保 
※大声を伴わない場合は、人と人とが触れ合わない間隔。その際、主催者や出演者等から参加者等に対して大声を出さな 
いことを適切に周知すること。大声を伴う可能性がある場合は、前後左右の座席との身体的 距離の確保(座席間は1席(座席
がない場合は最低1m)空ける) 

※大声を「観客等が、㋐通常よりも大きな声量で、㋑反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又 
は必要な対策を施さないイベントは「大声あり」に該当することとする。 

「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合、上記対策に加えて、 
口大声なしエリア・大声ありエリアの明確な区分があり、それぞれにおける、イベント参加者間の適切な距離の確保
口大声なしエりアにおける、大声を防止するための対策の実施 

②エアロゾル感染対策 

□機械換気による常時換気又は窓開け換気 
※必要な換気量(一人当たり換気量30㎥/時を目安)を確保するため、二酸化炭素濃度を概ね1,000ppm以下を目安(二酸化
炭素濃度測定器の活用が効果的) 

※機械換気が設置されていない場合の窓開け換気は、可能な範囲で2方向の窓開け 
※機械換気、窓開け換気ともに、相対湿度の目安は40-70% 
※屋外開催は除く 

□適切なマスクの正しい着用の周知・徹底【①と同様】 
□イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】 

③接触感染対策 
□イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用
部)の消毒の実施 

□イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】 

（２）その他感染対策 
 ④飲食時の感染対策 

□上記(1)感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時の感染対策(食事中以外のマスク着用、飲食に伴いマスクを外す際の 
会話自粛等)の徹底の周知 

⑤イベント前の感染対策 
□発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ 
⑥感染拡大対策 
□イベントで感染者が発生した際の参加者への注意喚起 

２．出演者やスタッフの感染対策 
 ⑦出演者やスタッフの感染対策 

□出演者やスタッフによる、練習時・本番等における上記(1)感染経路に応じた感染対策に加え、健康管理や必要に応じた検
査等の実施 

□舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染させないための対策の実施 
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1.2 選手およびチーム関係者に求められる感染予防（検温・体調報告・行動記録）  

チームにおきましては、新型コロナウイルス感染症対策に関する担当者を配置いただき、チ

ーム内での取り組みの管理をお願いします。チーム担当者による選手・チームスタッフの

「データの管理・モニタリング」を必ず行ってください。 

 なお、陽性者が発生した場合であっても、濃厚接触者の特定は必要ありません。 

 

 （１）毎日の検温 

  選手、チームスタッフは必ず毎日実施すること 

・毎日同じ条件、同じ測り方で実施し、選手・チームスタッフの結果は毎日体温記録用紙

（担当者にメールで送付）へ入力してください。 

 ・各チームの新型コロナウイルス感染症対策の担当者は毎日全員のデータをモニタリング

してください。 

 ・データの管理・モニタリングにおいてはチームドクター(チームかかりつけ医、以下チー

ムドクター)やトレーナーと連携してください。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）毎日の体調チェック 

  下記のような症状が感じられる、発症していないか確認してください。 

 ・せき 

・息苦しさ(呼吸困難) 

 ・頭痛 

 ・体のだるさ 

・のどの痛み 

・食欲低下 

・睡眠不足 

・味覚や嗅覚の異常 

 

  

発熱症状があった場合【リーグ統一】 
・37.5℃以上の発熱が 2 日間続いた場合は自宅待機とし、PCR 検査又は抗原定性検査を実
施し陽性反応となった場合、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等に
連絡しその指示に従うとともに、Ｔリーグへ報告を行う事 
（平熱には個人差があるため平熱が 36℃より低い人は、平熱プラス 1.5 度を基準とする） 
・寮生活の場合、寮内で隔離することとし、選手はチーム担当者へ報告、チーム担当者は 

陽性反応が確認された場合、p.13 記載の報告用フォームより報告すること。 
(厚生労働省 新型 感染症 体外診断用 薬品(検査 ) 情報  ) 

症状があった場合【リーグ統一】 
・発熱症状がなくても上記のような症状が続いた場合、特に「息苦しさ（呼吸困難）」、
「強いだるさ（倦怠感）」等の強い症状が発生した場合は、自宅待機とし PCR 検査又は抗原
定性検査を実施し陽性反応となった場合、直ちに医療機関に受診しＴリーグへ報告を行う事 
・寮生活の場合、寮内で隔離することとし、選手はチーム担当者へ報告、チーム担当者は 

陽性反応が確認された場合、p.13 記載の報告用フォームより報告すること。 
(厚生労働省：新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html) 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
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また、上記の症状以外でも、日々の体調に比べて不調を感じる場合には必ずチーム担当者

へ報告してください。 

※記録のために日々の体調についても「体温記録用紙」に記録してください。 

 

（３）毎日の行動記録 

 選手等のチーム関係者に、感染確定例、陽性判定例、濃厚接触者が出たときに備え、毎日

の行動記録を必ずメモしておきましょう。感染拡大防止の対策を行う際に、とても重要な情

報となります。 

【行動記録の例】 

チーム：Ｔリーグ 

氏名： 山田 太郎 

記入日：3 月 10 日（火） 

主な行動： 

7:00 起床 

7:30 朝食。自宅で家族と 

9:30～12:00 チーム練習。文京区アリーナ。チームメート 12 人と 

13:00 昼食。チームメートと 

15:00 カフェ（友人 2 人と） 

※自宅でのオンラインミーティングなど、外出が伴わない、他人と直接対面していない場合は

感染・感染拡大の要因にあたらないため記載は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行動記録の中でクラスターの発生・感染者・濃厚接触者が発生した場合 
・症状等がない場合でも、自身の行動記録の過去 2 週間内に「自身が行った場所でのクラスター
発生」「対面した人が コロナウイルスに感染した」「対面した人が濃厚接触者と判断された」
等記載し、即座に T リーグへ報告すること 
【リーグ統一】 
・ 寮生活者の場合、寮内で隔離すること 
・ 選手はチーム担当者へ、チーム担当者は T リーグに報告すること 

濃厚接触者について 
 陽性と判定された方が発病した 2 日前以降に濃厚接触した方は保健所によって濃厚接触者に指
定される。 
 濃厚接触者とは、患者（陽性と判定した方）の感染可能期間に接触した方のうち、次の範囲に
該当する方となる。 

なお、事業所、チーム内においては、濃厚接触者の特定及び行動制限は不要。ただし、保健所
による調査・判断が行われた場合は、保健所の判断に従う。 
・陽性と判定された方と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）がある 
・適切な感染防護無しに陽性と判定された方を診察、看護若しくは介護していた者 
・陽性と判定された方の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い 
・手で触れることの出来る距離（目安として 1 メートル）で、必要な感染予防策なしで、陽性と
判定された方と 15 分以上の接触がある（個々の状況周辺の環境や接触の状況等から患者の感染
性を総合的に判断する）。 
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（３）体温記録用紙、行動記録の提出 

チームの担当者は、選手、チームスタッフの体温記録用紙、行動記録を取りまとめた上

で、T リーグの指示に基づいて T リーグに提出して下さい。 

 

1.3 重要事象の報告 

（１）Ｔリーグに報告する重要事象 

 選手・チームスタッフが下記に当てはまる場合、対象者は自宅待機とした上で必ずリーグ

への報告をしてください（※選手同居家族は管理対象外です）。リーグへ報告する際は、下

記のフォームより報告ください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBgGX-

PMIIWensx5Wv7iVs9YvsqNL22WBYBxF1FunWwStCIQ/viewform 

 ・37.5℃以上の発熱が 2 日間続き（平熱が 36℃より低い人は、平熱プラス 1.5 度を基準

とする）医療機関にて陽性と診断された場合 

 ・せき｜頭痛｜体のだるさ｜のどの痛み｜食欲低下｜睡眠時間｜味覚や嗅覚の異常が続き

医療機関にて陽性と診断された場合 

 ・発熱が無くても「息苦しさ（呼吸困難）」「強いだるさ（倦怠感）」等の強い症状が発

 生し、医療機関にて陽性と診断された場合 

 

（２）T リーグへの報告時に網羅いただくべき事項 

 上記 URL より、以下の事項についてご報告ください。 

 ・ 

 ・当該者の氏名※個人名の公表義務はございません 

 ・管轄保健所と受診した医療機関名 

・陽性発覚後の処置と結果(保健所又は医療機関からの指示等) 

・復帰タイミングについて(医師又は保健所から提示された日時) 

 

（３）選手および家族も含めたチーム関係者に感染の疑い例が出た場合の対応 

・対象者からのヒアリング：症状が出た日から 7 日前までの行動記録と、症状が出た日以

降の行動記録（※ 症状を自覚したタイミングで報告/自宅待機を行ってください） 

・チームドクターに報告：チームドクターから各地域の専門家・連携医療機関への連絡 

・PCR 検査および医療機関受診対象者の確認 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBgGX-PMIIWensx5Wv7iVs9YvsqNL22WBYBxF1FunWwStCIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBgGX-PMIIWensx5Wv7iVs9YvsqNL22WBYBxF1FunWwStCIQ/viewform
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・マスコミ対応：各チームの関係者およびチームドクター、チーム担当者による記者会見

などへの対応 
 

（４）頂いたご報告・ご相談の取り扱い 

・T リーグ内コロナ対応班だけが情報の閲覧を行います。 

・感染拡大防止の観点から、情報共有させていただきますが、個人情報は取り除いた上で

共有します。 

・医療機関にて陽性と診断された場合、報告用フォームに入力された内容を経緯報告書と

してスポーツ庁へ提出致します。 
  

1.4 症状がある場合の対応 

（１）感染者の時間経過イメージ 

   ア．発症（疑い）日 

 ・最初に症状が観察された日（発熱、咳、息苦しさ(呼吸困難)だるさ、味や匂いを感じな 

いなど） 

 

   イ．発症前に他人を感染させる可能性 

 ・発症の２日前から発症後７～10 日間程度他の人に感染させる可能性があるとされていま

す。特に、発症の直前・直後でウイルス排出量が高くなるため、無症状病原体保有者

（症状はないが検査が陽性だった者）からも、感染する可能性があります。 

 ・感染から発症までの潜伏期間は 0～5 日、平均 2.6 日です。 

 ・感染源を探す場合は過去 7 日間の行動記録（対人接触）をさかのぼって調べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（B.LEAGUE 新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン_第 12 版より抜粋 https://www.bleague.jp/files/user/common/pdf/Guideline_covid19_measures.pdf） 

 

 

 

https://www.bleague.jp/files/user/common/pdf/Guideline_covid19_measures.pdf
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（２）疑い症状がある場合の相談 

  厚生労働省が発表している、以下いずれかの目安に該当する人は、政府の方針に従い対

処すること。 

 ① 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱などの強い症状のいずれかがある 

 ② 高齢者や基礎疾患がある人で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状がある 

 ③ 比較的軽い風邪が続く、特に 4 日以上続く場合は熱が無くても相談する 

 ④ 37.5℃以上の発熱が 2 日間続いた場合（個人差があるため平熱が 36℃以下の人は平 

熱プラス 1.5 度を基準） 

 

 注※ 発熱症状が出ない感染ケースもあるため、上記症状を感じた場合は必ず相談すること。

そして、相談・受診の時点で症状が出た日から 14 日前までの行動記録と、症状が出た日以降

の行動記録を準備し、帰国者・接触者相談センター、チームドクターを含むチーム側と共有

してください(症状を自覚したタイミングで報告/自宅待機を行うこと)。 

 注※ 帰国者・接触者相談センターはすべての都道府県に設置され、24 時間対応していますの

で、詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 

 【帰国者・接触者相談センターページ】  
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 

 ▶発症から相談・検査の流れ     

 
  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
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1.5 PCR検査の結果、陽性反応が出た場合の対応 

（１）陽性判定が出た本人の対応 

 ・検査結果をチーム担当者へ報告 

 ・医療機関もしくは保健所から指導された療養方法等の情報をチーム担当者へ共有 

 ・療養（入院または自宅療養） 

 ・療養の途中経過をチーム担当者へ報告 

 

（２）陽性判定者が所属するチームの対応 

 ・本人からの報告をチーム担当者がTリーグへ報告*p.13記載の報告用フォーム 

 ・今後の方針をチームドクター、保健所等に相談の上、Tリーグと協議 

 ・マスコミへの公表：Ｔリーグと相談の上行う 
 

1.6 濃厚接触者と判断された場合の対応 

（１）本人または、同居家族・同居者が濃厚接触者と判断された場合 

 ・本人は自主隔離を行うこと 

 ・チームドクター、保健所等と相談の上、診察や検査の実施 

 ・チーム担当者から T リーグへの報告 
 

1.7 感染者および濃厚接触者が出た場合のレギュレーション 

（１）試合の取り扱い 

  人数が４名に満たない場合、3 人制・2 人制の競技レギュレーションに従うこと。 

（２）感染者が出た場合の対応 

  選手およびチームスタッフに陽性者または濃厚接触者が発生した場合、その療養期間の

ため、1 チーム 4 名を揃えられない場合、その試合は１.７(1)に準ずる。4 名以上の体制

においては公式試合を予定通り実施とする｡ 
 
（３）感染者の復帰タイミング  

 感染者の復帰タイミングについては、厚生労働省の基準に基づき、保健所の指示に従う

ことに加え、PCR 検査、抗原定性検査その他リーグが検査方法により陰性が確認できるこ

とを条件とする。自宅療養解除もしくは退院（完治診断）からの復帰において（特に有症

状だった場合）は体力低下や体調がすぐれないケースもあるため、チームドクター等と相

談しながら選手の復帰タイミングを検討すること。 
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  また復帰までの時間は、症状の軽快まで個人差があるため、チームドクター等と相談の

上決定し、チーム担当者よりＴリーグに報告すること。また復帰前、あるいは練習再開前 

  には必ず陰性確認を行う事とする。 
*検査キットは厚生労働省：新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html に掲載されている検査キットに限る。 

 

 
(厚生労働省：新型コロナウイルス最前線 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/000928216.pdf) 

 

（４）濃厚接触者と判定された人の復帰タイミング 

 濃厚接触者と判断された場合、保健所の指示に従うこと。症状がない場合であっても、

発症前後概ね５日間は感染させる可能性がある。そのため、感染対策上の観点から自宅等

での隔離などの対応を優先させて実施する必要がある。復帰のタイミングは、チームドク

ター等と相談の上決定し、チーム担当者よりＴリーグに報告すること。また復帰前、ある

いは練習再開前には必ず陰性確認を行う事とする。ただし 2022 年 7 月 30 日付厚生労働

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
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◆濃厚接触者とは、陽性となった人と一定の期間に接触があった人をいいます。 

ここでいう一定の期間は、症状のある人では症状出現から 2 日前、 

症状のない人では検体採取時から 2 日前の期間です。 

 この期間に、以下の条件に当てはまる人を濃厚接触者といいます。なお、事業所内およびチーム内での濃厚接触

者の特定・行動制限は不要。ただし、保健所による調査・判断が行われた場合は、保健所の判断に従う。 

 □陽性者と同居している人 

 □陽性者と長時間接触した人 

(車内、航空機内などを含む。機内は国際線では陽性者の前後 2 列以内の列に 

搭乗していた人、国内線では周囲 2m 以内に搭乗していた人が原則） 

 □適切な感染防護なしに患者（確定例）を診察、看護もしくは介護していた人 

 □陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い人 

 □マスクなしで陽性者と 1m 以内で 15 分以上接触があった人 

省新型コロナウイルス感染症対策推進本部による事務連絡により、保健所による調査・判

断が行われない場合がある為、下記のフローと濃厚接触者の定義を基に判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 緊急事態宣言について 

（１）緊急事態宣言の発令で変わること 

 緊急事態宣言下では、各都道府県（特定警戒都道府県又は特定都道府県）は、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（特措法）に則り緊急事態措置を講ずることができます。例

えば、施設の使用制限などについての協力要請は、必要に応じて、特措法第４５条に基づ

き要請や指示等がなされます。内閣官房 HP「新型コロナウイルス感染症対策」に掲載さ

れている感染症対策や事務連絡等を適宜確認し運用を図ることとする。 

 ・内閣官房 HP「新型コロナウイルス感染症対策」 

  https://corona.go.jp/emergency/  

 ・内閣官房 HP「新型コロナウイルス感染症対策」最新情報(事務連絡等掲載) 

  https://corona.go.jp/news/  

濃厚接触者の復帰タイミング 

 ≪基本≫ 

・特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日（当該感染者が無症状（無症状病原体保有者）の場合は検体採取

日）又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を０日目として、５日間（６日目解除） 

・２日目及び３日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、３日目から解除を可能とする。また、この場

合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。最終曝露日から 7 日間 

 厚生労働省事務連絡内容抜粋 https://www.mhlw.go.jp/content/000968056.pdf 

 

 *検査キットについては厚生労働省：新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報     

   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html に掲載されている検査キットに限る。 

https://corona.go.jp/emergency/
https://corona.go.jp/news/
https://www.mhlw.go.jp/content/000968056.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
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・新型コロナウイルスへの基本的対処方針 
  https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210928.pdf  
（２）緊急事態宣言解除の判断基準 

政府および各都道府県の指示に従うこと。 
 
（３）緊急事態宣言が全ての都道府県で解除された場合 

 外出自粛や施設使用制限が基本的に解除される。 
 
（４）イベント開催制限の段階的緩和の目安 

 ・大規模イベントは、事前に収容率制限等も含めて各都道府県と相談する。 

・地域の感染状況の変化があった場合は柔軟に対応する。 

・その他、日本スポーツ協会ガイドライン、日本卓球協会ガイドラインに則る。 

 

1.9 情報開示/マスコミ対応 

（１）情報開示について 

 ア．感染症法における陽性者の情報開示 

   新型コロナウイルス感染症は感染症法に定める「指定感染症」です。従って、個人が

特定されないように配慮した上で公表する必要があります。 

 

 イ．都道府県による情報開示 

   都道府県は、感染症の予防や治療に必要な情報として、感染発生状況などを積極的に

公表することを求められています(感染症法 16 条)。その際、個人の人権が損なわれるこ

とのないよう、情報保護等には十分留意が必要です(同前文、4 条、16 条)。 

 ウ．Ｔリーグやチームによる情報開示 

   個人名は原則非公開とします。ただし、感染者本人に公開の意志がある場合、これを

尊重する可能性もあるが、その家族・関係者等にも多大な影響が及ぶ可能性を十分考慮

した上で、慎重に判断してください。 

   チームは、保健所による積極的疫学調査(同 15 条による調査)に全面的かつ速やかに協

力する必要があります。従って、行動記録や施設の見取り図などを、速やかに提供でき

るよう準備してください。 

 

（２）マスコミ対応について 

 ・選手/チーム関係者が、①医療機関を受診し陽性と診断された場合、②濃厚接触者になっ

た場合、速やかに事実を公表する 

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210928.pdf
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 ・個人名の公表については、本人の意思がない限り非公開とする。  

 ・関係者の範囲と発表方法は下表を参照。 

関係者 陽性判定時 濃厚接触時 対象者の回復時 

各チームの 

・選手 

・チームスタッフ 

・フロントスタッフ 

 
※選手と「接点」のある

すべてのスタッフ。フロ

ントスタッフも含む 

・速やかに事実を発表する 

 ・公式サイトに掲載し、リリ

ースを配信する 

 ・会見または囲み取材は、チ

ーム判断 

【発表内容】 

・対象者氏名（チーム判断） 

・症状（チーム判断） 

・感染までの経緯 

・速やかに事実を発表する 

 ・公式サイトに掲載し、リリ

ースを配信する 

 ・会見または囲み取材は、チ

ーム判断 

【発表内容】 

・対象者氏名（チーム判断） 

・症状（チーム判断） 

・感染までの経緯 

・速やかに事実を発表する 

 ・公式サイトに掲載し、 

リリースを配信する 

 ・会見または囲み取材は、 

チーム判断 

 

上記の家族・同居人  ・速やかに事実を発表する。

ただしリーグ休止期間中の発

表有無は、チームが判断する  

 ・公式サイトに掲載し、 

リリースを配信する。 

・会見または囲み取材は、 

チーム判断 

・家族と特定されないよう 

配慮する 

例） 

「チーム関係者に陽性」

「◯◯選手周辺の方」など 

【発表内容】 

・症状（チーム判断） 

・感染までの経緯 

・発表しない ・速やかに事実を発表する。

但し、リーグ休止期間中の発

表有無は、チームが判断する 

・公式サイトに掲載し、 

リリースを配信する。 

・会見または囲み取材は、チ

ーム判断 

・家族と特定されないよう配

慮する 

 

アカデミー、女子、スク

ール、ユースの 

・選手 

・チームスタッフ 

・フロントスタッフ 

※スクール受付スタッ

フ、臨時コーチなどを含

む 

・速やかに事実を発表する 

・公式サイトに掲載し、 

リリースを配信する 

・会見または囲み取材は 

チーム判断 

 
【発表内容】 

・対象者氏名（チーム判断・

未成年は原則非公表） 

・症状（チーム判断） 

・感染までの経緯 

・発表しない ・速やかに事実を発表する 

・公式サイトに掲載し、 

リリースを配信する 

・会見または囲み取材は 

チーム判断 
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上記の家族・同居人  ・速やかに事実を発表す

る。ただしリーグ休止期間中

の発表有無は、チームが判断

する 

・公式サイトに掲載し、 

リリースを配信する。 

・会見または囲み取材は、 

チーム判断 

・家族と特定されないよう 

配慮する 

 
例） 

「チーム関係者に陽性」

「◯◯選手周辺の方」など 

 
【発表内容】 

・症状（チーム判断） 

・感染までの経緯 

・発表しない ・速やかに事実を発表する。

ただしリーグ休止期間中の発

表有無は、チームが判断する 

・公式サイトに掲載し、 

リリースを配信する。 

・会見または囲み取材は、チ

ーム判断 

・家族と特定されないよう配

慮する 

関連協力企業のスタッフ 

※アリーナ関係者、公式

映像制作社、協力会社の

スタッフ、ボランティア

(家族・同居人などを含

む) 

・発表するかどうか所属先と 

調整して決定する。当人の 

業務内容、影響範囲を考慮 

する。 

・発表方法はチームが決定す

る（公式サイト掲載、リリ 

ース配信など） 

・発表するかどうか所属先と 

調整して決定する。当人の 

業務内容、影響範囲を考慮 

する 

・発表方法はチームが決定す

る（公式サイト掲載、リリー

ス配信など） 

・発表するかどうか所属先と 

調整して決定する。当人の 

業務内容、影響範囲を考慮 

する 

・発表方法はチームが決定す

る（公式サイト掲載、リリー

ス配信など） 

上記の家族・同居人 ・発表しない ・発表しない ・発表しない 

試合観戦者 ・速やかに事実を発表する 

・ 

・公式サイトに掲載し、 

リリースを配信する。 

・会見または囲み取材は、 

チーム判断 

 
【発表内容】 

・個人名は公表しない 

・症状（チーム判断） 

・感染までの経緯 

・発表しない ・速やかに事実を発表する 

・公式サイトに掲載し、 

リリースを配信する。 

・会見または囲み取材は、 

チーム判断 

審判・競技ボランティア

スタッフ 

・速やかに事実を発表する 

・JTTA 公式サイトに掲載

し、リリースを配信する。会

・発表するかどうかリーグ

が、JTTA と相談のうえ決定 

する 

・速やかに事実を発表する 

・JTTA 公式サイトに掲載

し、リリースを配信する。会
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見または囲み取材は、JTTA/

リーグ判断 

・JTTA と連係する 

 
【発表内容】 

・個人名は公表しない 

・症状 

・感染までの経緯 

見または囲み取材は、JTTA/

リーグ判断 

・JTTA と連係する 

 

（3）発表項目チェックリスト 

 ア．属性(チームとの関係、立場)  

 イ．経過・症状 

  ・発症日、初期症状(発熱/咳/息苦しさ(呼吸困難)/倦怠感/味嗅覚障害/咽頭痛/胸痛等) 

  ・医療機関受診した場合は順に 「医療機関 A」「医療機関 B」とする(匿名可) 

  ・医療機関所見(肺炎所見の有無等) 

  ・PCR 検査日、陽性判定日 

  ・現在の容体(上記諸症状、重症度、治療方針等) 

  ・現在の隔離状況(入院、自宅隔離等) 

 ウ．発症 2 日前~発表日までの行動履歴 

  ・練習参加、トレーニング参加等 

 エ．感染経路 

  ・判明している事実（友人が●月●日に陽性判定、●日前に食事を供にした等） 

 オ．他のチーム関係者の状況 

  ・チーム関係者への感染・濃厚接触 

  ・チームの活動状況等 

 カ．保健所、自治体との連携状況 

  ・施設消毒の実施状況 

  ・濃厚接触者の調査状況 

 キ．今後について 

  ・チームとしての感染拡大防止への取り組み（活動停止スケジュールなど） 

 

1.10 ガイドライン遵守の旨の公表 

T リーグ及び各チームは、その HP 等において、本ガイドラインに即した取り組みを実施する

旨公表する。 
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 トレーニング・練習においても選手始め関係者すべてが手洗い等の基本的感染防止策を取

り、「ウイルスを持ち込まない」「持ち込んでも感染させない」「感染を広げない」こと

に務めてください。 

 日常の練習における感染症対策については、日本卓球協会が「ガイドライン日本卓球協会

における新型コロナウイルス感染症対策」（別紙、添付）において、留意事項を示してい

ますので、それに従って適切な対策、行動をとっていただくようお願いします。 

 

2.1 卓球練習時の基本的留意事項 

 日本卓球協会のガイドラインに準拠すること 

 

2.2 練習場への移動について 

 日本卓球協会のガイドラインに準拠すること 

 

2.3 卓球場の練習環境整備 

 日本卓球協会のガイドラインに準拠すること 

 

2.4 練習場入場時について 

 日本卓球協会のガイドラインに準拠すること 

 

2.5 卓球場内での留意事項 

 日本卓球協会のガイドラインに準拠すること 

  *トイレを使用した場合には手洗いを徹底し、共通のタオルの利用は禁止 

 

2.6 練習内容について 

 日本卓球協会のガイドラインに準拠すること 

 ただし、ダブルス練習については、チーム内で感染予防策を十分に講じたうえで実施す

ることができる。 

 
  

Ｔリーグ新型コロナ感染症対策ガイドライン 

ガイドライン２ ： 日常練習時 
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3.1 都道府県をまたぐ移動について 

 緊急事態宣言が解除され都道府県をまたぐ移動が認められることが、リーグによる試合開

催の前提となります。 

 都道府県をまたぐ移動の制約が再び決定された場合は、各自治体の指導のもと、移動の範

囲は制限されますので、公式試合の実施判断に影響を及ぼすこととなります。 

 
3.2 個人での移動について 

 移動の際は、個人単位での予防対策を徹底してください。 

 公共交通機関の利用では、混雑を避け、会話を控える等の工夫を行ってください。また車

での移動においても、車内でも同乗を避け車外に出る際にはマスクを正しく着用する等注意

しましょう。やむをえず同乗する場合はマスクを正しく着用し、常に換気をしてください。 
 
3.3 チームでの食事について 

 換気等基本的な感染対策を実施した上で、座席間隔を空け、正面の配席を回避する。間隔

を確保することが難しい場合は、パーティションの設置により代替することを可能とす

る。 
 

3.4 ホテルでの注意事項 

  ホテルには多くの従業員・利用客がいます。以下のことにも注意しましょう。 

 ・動線(共用の廊下やロビー等)、エレベーターについては、宿泊施設の従業員や利用客との

接触や会話を減らすよう、工夫してください。 

 ・自室以外（食事の時以外）ではマスクを正しく着用してください。 

 ・ホテルのサウナ、フィットネスルーム、バー等は、混雑状況を踏まえて、密にならない環

境下で使用するように心がけましょう。 

 ・部屋の換気(1 時間に 2 回以上、かつ、1 回に 5 分以上)をこまめに行ってください。空気

の乾燥防止のため、部屋内の状態は温度２１度、湿度５０～６０％が推奨されます。  

Ｔリーグ新型コロナ感染症対策ガイドライン 

ガイドライン３ ： 移動・宿泊 
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4.1 無観客試合の実施概要 

（１）目的 

 ・会場内へ入場する人員を削減し、チームや選手の安全に最大限配慮しながら開催する。 

 ・T リーグでは無観客試合はセントラル開催と位置づけ、すべてリーグが主催する。 

 ・映像視聴するファンへ卓球の魅力を届けるため、選手やスタッフの感染予防対策を十分

 に実施した上で、各チームのエンタメに関するコンテンツを極力実現する。 

 ・無観客試合は、入場制限付き試合開催へ向けての準備として位置付ける。 

 
（２）ガイドラインの適用 

 開催前日の興行設営を含めた施設の使用開始時点を起点とし、撤去作業の終了時まで。 

 
（３）会場のゾーニングについて  

 選手やチームスタッフの入口および動線と、その他スタッフの入口および動線を分け、

互いの接触を避ける動線管理を行う。バックヤードにおけるエリア分けも明確に行い、極

力交錯しないように計画する。 

※詳細は４．４会場のゾーニングと使い方、参照。 

 
（４）運営履行人数について  

  会場内におけるリスクを最小限に抑える体制の構築を前提に、必要最小限の運営履行人

数を興行ごとに検討する。 
 
（５）入場制限  

ア．メディア 

 感染拡大防止の観点から、事前申請があった方のみ入場を許可する。また、Ｔリーグが

身体的距離を確保できないと判断した際には、入場を制限する可能性がある。 

 

イ．チアとマスコット 

  感染拡大防止の観点から、可能な限り最小限の人数とすること。 

 

（６）その他  

 ・チームからの来場者は、必要最低限とする。 

Ｔリーグ新型コロナ感染症対策ガイドライン 

ガイドライン４ ： 無観客試合 
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 ・チームは選手を含めたチーム関係者来場者リストを規定の書式を用いて作成し、来場前

日までにリーグの運営担当者へメールにてデータを送付すること。 

 ・感染者が発生した場合に備え、チームは個人情報を適切に管理した上で、申請した関係

者の連絡先を把握しておくこと。 

 ・リーグは予め、チームから送付されたデータをもとに全来場者リストを作成し、当日の

入場者管理、来場時刻と退場時刻の記録を行う。 

 

4.2 試合開催における準備 

（１）必須運営備品  

・手指用消毒液 

・機器・設備用消毒液 

・マスク 

・ゴム手袋 

・接触型検温器 

 
（２）必須運営事項 

 ア．選手・チームスタッフ含む来場者全員へのお願い  

  ① 下記のような場合は来場を見合わせる  

・体調が良くない場合（例：発熱、咳、息苦しさ(呼吸困難)喉の痛み、だるさ、味

覚嗅覚の異常など） 

   ・濃厚接触者となった場合 

  ・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 
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    ② 握手などの身体的接触を行わない 

  ③ 身体的距離（最低１m）の確保 

  ④ マスクを正しく着用する 

  ⑤ こまめな手洗い、手指の定期的かつこまめな消毒 

 
 イ．入退場管理（全員） 

   ① 入退場チェック 

   ② 当日の検温未提出者の入場時の体温チェック ※詳細は後述４．３参照 

 

 ウ．衛生担当者の設置  

   リーグは、試合開催時の衛生管理に関する責任者を決め、衛生管理や運営などがガ

  イドラインに則して行われているかの確認・管理を行います。 

   ① アリーナの衛生管理  

  ・入場口、諸室など消毒液の設置を行う。 

   会場使用時に施設側で消毒液を常設していない共用スペース等を使用する場合には

  興業側が設置。 

   ・ 

    ・換気のため、可能な限りドアを開放する。 

  ・施設側と事前に消毒の実施等、衛生管理実施内容のすり合わせを行うこと。 

  ・チーム到着前に、チームが使用を予定する場所を定期的かつこまめに消毒する。 

   ・施設側に競技エリア(FoP)に換気機能が付いているかの確認を行い、空調と換気に関

   する事前打ち合わせを行うこと。 

   ・トイレを利用する際には、手洗いを徹底し、共通のタオルの使用を禁止とする。 

   ・ゴミを処理する際には密閉して縛り、 マスクを正しく着用し回収する。 

 

   ② 試合で使用する設備等の衛生管理  

  ・試合で使用する設備すべてを定期的かつこまめに消毒する。 

 

  ③ 映像設備の衛生管理 

  ・カメラ、マイク、カメライントレ等の中継用資材は、会場搬入前、現場設置時、撤

   収時に消毒液で定期的かつこまめな消毒を行う。 

  ・無人カメラ設置を検討する。あるいは身体的距離の取れるゾーニングを確保する。 
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  ・身体的距離の取れる中継室を確保する。あるいは中継車内において感染防止策を講

   じる。 

  ・身体的距離の取れる実況解説ブースを設置し、人数を区分けする板等を準備する。 

  ・「３密」を避けられる打ち合わせ室兼控室を確保する。 
 
 4.3 入退場口における対応  

 （１）入退場口における対応の実施日程  

  前日の設営を含めた施設の使用開始時点を起点とし、撤去作業の終了時まで。 

 
 （２）入退場時の密集回避 

  ・時間差入退場を実施するなど、入退場時の密集を回避する。 

  ・休憩時間や待合場所等の密集を回避する措置を講じる。 

  ・密集を回避するための人員の配置、導線の確保等の体制を構築する。 

  ・入場口、トイレ、売店等の密集が回避できない場合は、そのキャパシティに応じ、

目安の人数上限等を下回る制限を実施する。 

 

（３）入場チェック  

  ・ゾーニングに合わせた入場口を設け、入退場チェックを行う。 

  ・実施内容と来場者数をふまえ、適正な数を設置。 

  ・来場時点でマスクを正しく着用しているかを確認、正しい着用を義務付ける。 
 
 （４）入場者のリストチェック  

・選手・チームスタッフ・審判含め、入場リストで氏名の確認を行う。 

   →緊急の追加については、運営担当責任者の判断による。 

・事前に入手している緊急連絡先の確認を行い、感染等の発生時に迅速な連絡が行え

るようにする。 

 

 （５）入場時の体温チェック（全員）  

   ・体調不良が認められた場合は、発熱の有無にかかわらず入場不可とする。 

  ・試合前日に体温記録用紙を提出した場合、当日の体温を入場時に申告する。検温を

   行なっていなければ、その場で検温する。    

 

 （６）手指消毒  

   会場内に入る前に手指消毒を行ってもらう。 
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4.4 会場のゾーニングと使い方 

（１）会場内のゾーニング 

 ア．３つのゾーンの設置 

  ゾーンごとの入口／動線を分け、互いの接触を避ける動線管理を行う。バックヤード

 におけるエリア分けも明確に行い、極力交錯しないように計画する。 

  また、フロア内におけるチームベンチエリアから四方 2m 範囲内には、必要な競技ス

 タッフおよび進行スタッフ以外は立ち入りを禁止とし、フェンスや柵等で区画する。 

  【ゾーン１】：選手・チームスタッフ・審判、競技スタッフ（モッパーなど） 

   【ゾーン２】：運営スタッフ、演出関連スタッフ、撮影スタッフ、マスコット等 

   【ゾーン３】：メディア、解説、スポンサー等 

 

 イ．喫煙所の設置について 

  アリーナ共有部として設置されていることも多いため、設置に関しての制限は行わな

 いが、密集状態を作らないことなど感染拡大防止の注意喚起を行うようにする。 

 

 ウ．アリーナ内外の掲出及び装飾 

 ・ファンから預かる横断幕の掲出は、通常興行時と同様にチームごとの掲出可否判断と

  しており、引き続きチームの判断により実施を決定する。チームにて掲出を行う場合

  は、ファンからの受け渡しに際するリスクを極力回避し、適宜消毒対応を行って掲出

  する。 

 ・掲出を実施する場合の設置等の作業は、許可を得たチームスタッフが実施する。 

 
（２）選手・チームスタッフ・審判、競技スタッフエリア【ゾーン１】 

  どの場所においても、３つの密を回避するような工夫をすること。 
 

 ア．バックヤードについて 

  ・入場者を制限し、それぞれの役割が混在しないように区分けする。 

  

 イ．ロッカールームについて 

  ・選手・スタッフ・審判、それぞれに振り分けられた部屋以外の立ち入りを制限する。 

  ・ロッカールーム内でも身体的距離を確保する。スペースに応じて利用人数を制限し、

  ３密を避ける（追加の更衣室が難しい場合、時間をずらすなどの工夫をする）。 

 ・換気機能のないロッカールームでは、打ち合わせ等は原則禁止とする。 
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 ・打ち合わせ等を行う際には最小限の人数で最短時間で行う。 
 
 ウ．ベンチエリアについて 

 ・ベンチエリアには選手とチームスタッフのみアクセス可能。 

 ・ベンチエリアの前後左右は 2m の間隔を空けること。 

   (スペースの関係で１—２列目の前後間隔を２m 空けられない場合のみ１m での設置可) 

 ・ベンチエリアでは選手およびチームスタッフのマスクの正しい着用を義務付ける。 

 
 エ．競技エリア（FoP）・練習会場について 

  ・立入りは、原則選手・コーチングスタッフ・審判・モッパーのみとする。 

  ・練習中の選手および練習パートナー以外は原則マスクを正しく着用 

（監督・通訳・その他のコーチングスタッフ）。 

 ・選手は練習以外の会話等はマスクを正しく着用する。やむを得ずマスクを着用してい 

ないときは、十分な距離を空けるよう配慮し、会話は短く切り上げること。 

 ・できる限り大きな発声を回避する。 

 ・審判は常に正しくマスクを着用・手袋着用。 

 ・モッパーは、常にマスクを正しく着用し、手袋着用を義務とする。 

 ・競技ボランティアスタッフは待機エリアを設け、常に身体的距離を保つこと。 

 

（３）運営・演出進行スタッフエリア【ゾーン２】 

 ア．運営スタッフエリア 

 ・常に身体的距離を確保するように意識すること。 

 ・マスクを正しく着用(義務)。 

 ・人が多く出入りする場合は、特にこまめな換気(1 時間に 2 回以上、かつ、1 回に 5 分   

以上)を心がけること。競技中以外、常時換気とする。 

 ・打ち合わせや報告の際に対面を避けて会話すること。 

 ・備品等の共有は避ける。共有備品を使用する際定期的かつこまめな消毒を心がける。 

 

 イ．演出進行スタッフエリア 

 ・進行はチームベンチエリアから２m 以上離れた場所で行うこと。 

 ・席間を出来るだけ空ける。 

 ・演出進行スタッフエリアはオペレーションデスク(OP 卓)を含めマスクの正しい着用を   

義務とする。 

 ・クリアカムや M C 用のマイク等は試合前後に必ず消毒を行うこと。 
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 ・本番中のコミュニケーションはクリカムなどで行い、やむを得ない場合を除き対面で

  の会話を避けること。 

 ・備品等の共有は避ける。共有備品を使用する際定期的かつこまめな消毒を心がける 

 
（４）メディア、放送（解説）、スポンサーエリア【ゾーン３】 

 ・常に身体的距離を確保するように意識すること。 
 
4.5 試合に関して 

（１）試合準備 

 ア．監督会議について 

  ・監督会議はWEB会議等、非対面方式で実施する。 
 
 イ．ラケットコントロール 

 ・原則行わない。 
 
（２）試合実施 

 ア．試合中の感染予防 

 ・選手は競技エリア（コート）に入場する際、手指等を消毒する。 
 ・審判は、マッチ間に消毒液でテーブルやボールを拭く。 
 ・選手は試合中の大きな声を回避する。 
 ・選手同士、及び審判、ベンチとの握手、ハイタッチの自粛。 
 ・飲料は自分専用のものを飲み、他と共有しない。 
 ・選手はシューズの裏を手で拭くことはしない。 
 
 イ．試合時のマスクとタオル 

 ・試合出場選手は、マスクを着用しなくても良い。 
 ・通常のタオル置きは使用せず、選手毎にタオルボックスを準備し、審判から離れた場 
  所に置く。ダブルス種目の場合も選手個々のタオルボックスを準備する。 
 ・タオルは自身の汗を拭くためだけに使用し、台や他のものを拭くことはできない。 
 
 ウ．試合に関して 

 ・ダブルスパートナー同士の握手・ハイタッチ等の接触を自粛する。 
 ・ダブルスパートナー同士の対面での会話を可能な限り避ける。 
 ・ラケット確認は、審判が確認後、主審・副審とで選手を分けて、選手へ見せる。 
 ・コイントスは、審判が着席し、選手が両サイドにいる状態で行う。 

・選手入替の際には、身体的距離（最低限選手同士が触れ合わない程度の距離）を確保して移
動する。 

   ・マルチボールのボールパーソンはマスクを正しく着用する。ボールの回収は、可能な限りボール回収網を
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利用し、マッチ間に消毒を行う。ボールは 30球用意する。 
・試合後、選手、チームスタッフ、審判は各自でロッカールーム、控室に戻る。その際、引き上げ動線が
混雑しないように事前に確認する。また、動線が狭い場合は時間差で引き上げるなどの方法を予め
決めておく。 

 

 エ．その他注意事項 

 ・身体的距離確保のため、ベンチ入りメンバー数を限定する可能性がある。 
 ・スタッフは、スタッフ席にて試合観戦を行う。 
 ・監督・選手・コーチ・通訳・スタッフは、常にマスクを正しく着用する。 
   ・ゲーム間、タイムアウトのアドバイス時にも、プレイヤー以外はマスクを正しく着用。また、アドバイスは対

面を自粛すること。 
 
4.6 映像制作 

（１）映像制作スタッフについて 

  T リーグ公式映像およびすべてのライツホルダースタッフは、直近２週間の健康管

理・行動履歴等に関する体温記録用紙を記入し事前に提出すること。スタッフは常にマ

スクを正しく着用すること。 

  T リーグ公式映像およびすべてのライツホルダースタッフは、ガイドライン１の基本

事項を遵守する。 

 

（２）試合時の撮影、取材等 

 ・撮影ゾーン以外での撮影は禁止する。 

 ・チームスペースへの立ち入りは禁止する。 

・各室、各車両を定期的に換気(1 時間に 2 回以上、かつ、1 回に 5 分以上)すること。ま 

たはドア、窓を常時開放する。 

 ・紙による情報共有を回避する。 

 

（３）試合終了・撤収時 

 ・作業終了後、テーブルなどの消毒を厳守する。 

4.7 会場内エンターテインメント 

（１）基本ルール  

 原則として、チア・マスコット以外のアクターは来場禁止とする。また、チームは、

アクターもチームスタッフとみなし、アクター本人の家族・同居者が、直近 14 日間に

新型コロナ感染症の疑い症状（発熱、咳、息苦しさ(呼吸困難)、喉の痛み、だるさ、味
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覚嗅覚の異常）がないことを確認すること。また万が一に備え、２週間の体調管理、体

温記録および行動記録を提出できるよう準備しておくこと。 

 

（２）マスコットについて  

  ・感染拡大防止の観点から、無観客試合時期におけるアクターを固定する。やむを得ず

アクターが複数になる場合は、使用後の衣装内側の消毒をより徹底して実施する。 

 ・マスコットの控室は個室とし、衣装の着脱は控室の中でのみ可とする。 

 ・使用前後に衣装の内側、外側の消毒を行うこと。 

 ・選手やコーチングスタッフ等他のスタッフとの距離を 2m 以上保つ。 

 ・選手やコーチングスタッフ等の、マスコットとのフィジカルコンタクトは禁止。 
 

（３）チアについて  

  ・感染拡大防止の観点から、無観客試合時期におけるチアを固定し、最小人数とする。 

 ・控室は広さに合わせ人数制限を行うこと。 

 ・選手やコーチングスタッフ等他のスタッフとの距離を 2m 以上保つ。 

 ・選手やコーチングスタッフ等とのフィジカルコンタクトは禁止。 
 

（４）試合終了後演出について  

 ・選手、チームスタッフは試合終了後に握手などのフィジカルコンタクトは行わない。 

 ・チームとしてコートに集まって、自宅等で観戦しているファンに挨拶する等を行う場

  合、身体的距離を確保すること。 

 

4.8 メディア対応 

 メディアは指定したゾーニング（ゾーン３）以外へのアクセスは基本禁止とする。試合終

了後はミックスゾーンではなく記者会見（リモート取材）とする。 
  

（１）メディアへの依頼 

  感染拡大防止の観点から、すべての選手スタッフ同様、体調・行動チェックを行う。  

 

 ア．事前依頼  

 ＜取材前２週間における健康状態＞ 

 □ 平熱を超える発熱がないか（平熱には個人差があるため、平熱より＋1.5℃ を基準） 

 □ 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪症状がないか 

 □ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がないか  
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 □ 嗅覚や味覚の異常がないか 

 □ 体が重く感じる、疲れやすい等がないか 

 □ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がないか 

 □ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいないか 

 

 イ．当日の依頼 

  □握手などの身体的接触を行わない 

  □マスクの正しい着用 

  □身体的距離（人と人とが触れ合わない距離）の確保 

  □取材 2 日前～当日の体温測定（37.5 度以上検温された場合は来場お断り） 

 

（２）試合中 

 ア．記者席：ペン記者 

  ・身体的距離(人と人とが触れ合わない距離)を確保できるように設定すること。  

 

 イ．撮影エリア（コートエンド）：スチール、ENG 

  ・スチールカメラマンおよびクルー間の距離を前後左右 1m 以上に保つ。 
 

 ウ．撮影エリア（ベースカメラ） 

  ・身体的距離(人と人とが触れ合わない距離)を確保できるように設定すること。 

 

（３）試合終了後 

・試合終了後も、メディア同士も身体的距離(人と人とが触れ合わない距離)を確保でき

るように留意する。 

・ミックスゾーンは設置せず、原則記者会見（リモート取材）で対応。 

 

（４）記者会見 

 ・原則リモートで行う。 

 
4.9 傷病者対応  

（１）事前準備  

・予め利用施設担当者と打ち合わせを行い、保健所や近隣の病院を確認する。また、新

型コロナウイルスの感染のケースを考え、事前に受け入れ可能な病院を確認する。 

 ・施設の傷病者マニュアルを確認する。 
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 ・当日の帯同看護師と施設のマニュアルを含めた打ち合わせを行う。 
 

（２）運営側の一時対応  

 ・傷病者の一時対応を行う担当者を予め決めておき感染予防対策を行う。 

 ・施設の傷病者マニュアルに従う。 
 

（３）体調不良に関して 

 ・体調不良の場合には、すぐにマスクを正しく着用し、換気が十分にできる場所 

(窓等外気と換気ができる場所)に移動させる。 

 ・帯同看護師の指導のもと、帰宅もしくは受診を検討する。 
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5.0 前提 

・大規模イベントは、事前に収容率制限等も含めて開催地の都道府県と相談する。 

・地域の感染状況の変化があった場合は柔軟に対応する。 

 

5.1 有観客入場制限付試合の実施概要 
（１）目的 

・会場内におけるリスクを最小限に抑える体制の構築を前提に、必要最小限の運営履行人数

を興行ごとに検討する。 

・会場内へ入場する人員を制限し、チームや選手の安全に最大限配慮しながら競技の安全開

催を第一とする。 

・来場するファン、映像視聴するファンへ卓球の魅力を届けるため、選手やスタッフの感染

予防対策を十分に実施した上で、各チームのコンテンツを活用したエンタメを実施できる

よう考慮する。 

 

（２）ガイドラインの適用 

 前日の興行設営を含めた施設の使用開始時点を起点とし、撤去作業の終了時までを対象と

する。 

 

（３）会場のゾーニングについて  

・一般来場者、選手やチームスタッフ、その他スタッフ等の入口および動線を分け、互いの

接触を避ける動線管理を行う。そして、それぞれのゾーンにおけるエリア分けも明確に行

い、極力交錯しないように計画する。 

 ※詳細は５．２会場のゾーニングと使い方、参照。 

・選手と観客が、試合前後、休憩時間等に直接接触しないように確実な措置を講じる。措置

を講じることができない場合には、試合開催を認めない。 

 

（４）運営主体、および運営履行人数について  

  会場内におけるリスクを最小限に抑える体制の構築を前提に、必要最小限の運営履行人

数を興行ごとに検討する。 

 ア．セントラル方式による試合開催（Ｔリーグ主催） 

Ｔリーグ新型コロナ感染症対策ガイドライン 

ガイドライン５ ： 有観客入場制限付試合 
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   運営はＴリーグが行う。 

 

 イ．ホーム&アウェー方式による試合開催（ホームチーム運営） 

   運営はホームチームが行う。したがって、受付および感染予防対策に関する準備は、

ガイドラインに則りホームチームが執り行うこと。来場者リストと体温記録表はＴリーグ

担当者とチーム担当者で事前に共有する（来場者リスト：開催１週間前、体温記録表：午

前試合は前日 21 時まで、午後試合は試合開始４時間前まで）。 
 

（５）入場制限 
 ア．選手 

 ・ベンチに入る全ての選手は、リーグの定めるところに従い、PCR 検査若しくは抗原定性

検査受けること。そしてチーム担当者は、その結果をリーグ担当者にメールにて報告す

ること。 

 ※検査を行う頻度については別途リーグ事務局より通知する。 

 ※検査費用は各チーム負担とする。 

 ※ファイナルにおける検査の実施概要については、該当チームに別途案内を行う。 

 ・新型コロナウイルスの感染疑い症状のある選手は、試合出場・練習を控えること。 

 

イ．チームスタッフ、審判、競技スタッフ等 

・チームからの来場者は必要最低限とする。 

 ・ベンチに入る全ての監督、コーチ及びチームスタッフは、リーグの定めるところに従

い、PCR 検査若しくは抗原定性検査受けること。そしてチーム担当者は、その結果をリ

ーグ担当者にメールにて報告すること。 

 ・チームは、選手を含めたチーム関係者来場者リスト、および体温記録表を規定の書式

（下記参照）を用いて作成し、決められた日時までにリーグ担当者までメールにてデー

タを送付すること。 

 ●来場者リスト：開催１週間前 

 ●体温記録表：午前試合は前日 21 時まで、午後試合は試合開始４時間前まで 

 ・感染者の発生に備え、チームは個人情報を適切に管理した上で、来場者リストの連絡先

を把握しておくこと。 

 ・チアやマスコットも、最小限の人数とする。 

 

 ウ．運営スタッフ、演出スタッフ、映像制作、メディア、解説等 
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 ・事前申請があり、且つ入場時の検温で発熱症状がなかった者のみ入場を許可する。ま

た、Ｔリーグがメディア間で身体的距離を確保できないと判断した際には、入場を制限

する可能性がある。 

 ・来場者リスト、および体温記録表を規定の書式（下記参照）を用いて作成し、決められ

た日時までにリーグ担当者までメールにてデータを送付すること。 

 ●来場者リスト：開催１週間前 

 ●体温記録表：午前試合は前日 21 時まで、午後試合は試合開始４時間前まで 

 

 エ．一般来場者、チーム関連来場者、リーグ関連来場者 

 ・人数上限は、感染状況に応じて行政から提示される、各アリーナの収容率に基づき、各

施設が設定する。 

 ・一般来場者は、事前予約等予め来場者が特定できるようにするか、あるいは、入場時に

連絡先を把握できるようにした者のみ入場を認める。 

 ・陽性者が出た場合に必要な対応ができるよう、連絡先の提出を入場の条件とする（オン

ラインチケット販売情報、当日販売に関しては、入場口でのチケット半券への連絡先記

入など）。 

 ・試合の主管者（セントラル開催にあっては T リーグ、ホームゲームにあってはホームチ

ーム）は、発熱者・有症状者の入場を拒否する等入場者のルールについてイベント開催

前に明確に規定するとともに、試合開催日の 5 日前までに、HP 等で周知する。 

 

（６）その他 
 ・リーグは予め、チームから送付されたデータをもとに全来場者リストを作成し、当日の

入場者管理、および来場時刻と退場時刻の記録を行う。 

 ・一般来場者には、自分の座席番号を必ず記録すること、および後日PCR検査等によって

陽性反応が出た場合には、必ず主催者に報告するよう、アナウンスや掲示物により呼び

かけを行う。 
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5.2 会場のゾーニングと使い方 

（１）会場内のゾーニング 

 ア．４つのゾーンの設置 

   一般来場者、選手やスタッフ、その他スタッフ等の入口／動線を分け、互いの接触を

避ける動線管理を行う。バックヤードにおけるエリア分けも明確に行い、極力交錯しな

いように計画する。選手と観客は、試合前後、休憩時間を通じて直接接触しないよう確

実な措置を講じる。 

   また、フロア内におけるチームベンチエリアから四方2m 範囲内には、必要な競技ス

タッフ、進行スタッフ、および一部中継スタッフ以外は立入禁止とし、フェンスや柵等

で区画する。 

 

 ・ゾーン１：選手、チームスタッフ、審判、競技スタッフ（モッパーなど） 

 ・ゾーン２：運営スタッフ、演出関連スタッフ、映像制作、マスコットなど 

 ・ゾーン３：メディア、解説 

 ・ゾーン４：一般来場者、チーム関連来場者、リーグ関連来場者、会場物販 

 

（２）選手、チームスタッフ、審判、競技スタッフエリア【ゾーン１】 

  どの場所においても、３密を回避するような工夫をすること。 
 ア．バックヤードについて 

  ・それぞれの役割が混在しないように区分けする。 

 

 イ．ロッカールームについて 

  ・選手、スタッフ、審判、それぞれに振り分けられた部屋以外の立入りを制限する。 

 ・ロッカールーム内でも身体的距離を確保する。スペースに応じて利用人数を制限し、

３密を避ける（追加の更衣室が難しい場合、時間をずらすなどの工夫をする）。 

  ・換気機能のないスペースでの打ち合わせ等を禁止とする。 

  ・打ち合わせ等を行う際には最小限の人数、最短時間で行う。 

 

 ウ．ベンチエリアについて 

  ・ベンチエリアには選手とチームスタッフのみアクセス可能。 

  ・ベンチエリアの前後左右は2m の間隔を空けること。 

   (スペース上１—２列目の前後間隔を２m 空けられない場合のみ１m での設置可) 

  ・ベンチエリアでは選手およびチームスタッフのマスクの正しい着用を義務付ける。 
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 エ．競技エリア（FoP）・練習会場について 

  ・立入りは、選手・コーチングスタッフ・審判・競技スタッフのみとする。 

  ・練習中の選手および練習パートナー以外（監督・通訳・その他のコーチングスタッ

フ）はマスクを正しく着用すること。 

・選手は試合・練習以外ではマスクを正しく着用する。やむを得ずマスクを着用してい

ないときは、十分な距離を空けるよう配慮し、会話は短く切り上げること。 

  ・大きな発声は回避する。大声を出す者がいた場合には個別に注意を行う。 

  ・審判・競技スタッフは常にマスクを正しく着用し、身体的距離を保つこと。 

  ・観客席は、競技エリアから２ｍ以上の距離を確保して設置すること。 

 

（３）運営・演出進行スタッフエリア【ゾーン２】 
 ア．運営スタッフエリア 

  ・常にマスクを正しく着用し、身体的距離を確保するように意識すること。 

  ・こまめな換気(1 時間に 2 回以上、かつ、1 回に 5 分以上)を心がけること。アリーナ

(FoP)以外は常時換気とする。 

  ・打ち合わせや報告の際に対面を避けて会話すること。 

  ・備品等の共有は避ける。共有備品を使用する際定期的かつこまめな消毒を心がける 

 

 イ．演出進行スタッフエリア 

  ・進行はチームベンチエリアから２m 以上離れた場所で行うこと。 

  ・席間を出来るだけ空ける。 

  ・演出進行スタッフエリアは O P 卓を含めマスクの正しい着用を義務づける。 

  ・大声での指示出しは行わない。 

  ・クリアカムや M C 用のマイクなどは試合前後に必ず消毒を行うこと。 

  ・本番中のコミュニケーションは対面を避け、可能な限りクリアカムなどで行う。 

  ・備品等の共有は避ける。共有備品を使用する際定期的かつこまめな消毒を心がける 

 

（４）メディア、解説エリア【ゾーン３】 

 ・常にマスクを正しく着用し、身体的距離を確保するように意識すること。 

 

（５）一般来場者、チーム関連来場者、リーグ関連来場者、会場物販【ゾーン４】 

 ア．座席の配置、および収容率の管理権限  

   ・国や対策本部、スポーツ庁の提示は「目安」である。収容率の管理権限主体は、最終的



  
 

41 
 

に地元自治体となるため、主催チームは、各自治体へ試合実施および配席についての了

解を事前に得ること。 

 

 イ．第１段階 ：固定席（ブロック指定）のみ 

  ・感染予防を最優先とし、観客席はブロック指定による固定席（通常は２階席以上）の

みとし、選手と観客の間隔を十分に確保する。席数は開催時の収容率の規程に従う。 

  ・ロールバック（会場の稼働可能席）は使用せず、仮設客席（主にフロアレベルの仮設

客席）は設けない。 

  ・メインカメラおよび中継席、その他中継関連設備と観客席は、テープ等で明確にゾー

ン分けし、十分な距離が取れるようにする。 

 

 ウ．第 2 段階 ：仮設席の設置（主にフロアレベルの仮設客席） 

  ・第２段階への移行は、両チーム合意の上で、主催チームが自治体及び使用施設に相談

の上、行うものとする。ただし、主催チームはリーグの了承を経て進めること。 

  ・チームベンチと通路間は最低 2 メートル以上確保できるようプラスチック柵等で区画

を行い、来場者が直接選手・スタッフと接触しないようにする。 

  ・選手およびチームスタッフ用の通路動線は、観客が近接しないよう、動線の中心線か

ら２m 以上の間隔を確保できるよう区画を行うか、人的な配置により近接を回避する。 

  ・ロールバック席がチームベンチから 2m 以内の空間内に設置される場合、2m 以上の間

隔を確保できる列まで使用（座席販売）を禁止する。 

 

 エ．チームおよびリーグ関連来場者 

  ・一般観客席とは別に、チームおよびリーグスポンサー等のための特別席を準備する。 

  ・スポンサー、招待者、社員の来場に関しては、名前・連絡先の情報をチームで管理

し、入場を認める。 

  ・リーグスポンサーなどの来場者は、名前・連絡先の情報をリーグが取得し、チームへ

伝達する。 

 

 オ．会場物販 

  ・販売所は、密を回避し、感染予防対策（マスクの正しい着用は義務。フェイスシール

ド、スタッフと観客間のアクリル板等の設置、 ）をした上で設置可能とする。 

  ・売店に入る人数を制限する（５名以下）。 

  ・待機場所をマーキングしてソーシャルディスタンスを保持させるために、列誘導・注
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意喚起のスタッフを配置する。 

 

 カ．飲食 

  ・飲食物の販売は可とする。ただし、施設側のルールに従うこと。 

  ・販売所の設置については、上記「オ．会場物販」に準ずる。 

  ・飲食中以外は必ずマスクを正しく着用すること。 

 

（６）その他 

 ア．喫煙所について 

  ・施設共有部として設置されていることが多いため、施設側のルールに従う。原則とし

て、当面の間Ｔリーグとしては設置しない。 

 

 イ．アリーナ内外の掲出及び装飾 

  ・ファンから預かる横断幕の掲出は、通常興行時と同様にチームごとの掲出可否判断と

する。なお、チームはファンからの受け渡し時のリスクを回避し、適宜消毒対応を行

って掲出する。 

  ・掲出物の設置作業は、許可を得たチームスタッフが実施する。 

 

5.3 試合開催における準備 

（１）必須運営備品 

・手指用消毒液：選手、スタッフ、観客 

  ・機器・設備用消毒液：競技フロア、練習会場、控え室等 

  ・マスク（予備）：基本的に各自で準備 

  ・ゴム手袋（予備）：基本的に各自で準備 

  ・非接触型検温器：入場時 

  ・タオルカゴ：試合時、選手数 

  ・ボール回収網：試合時、ボールパーソン数 

 

（２）必須運営事項 
ア．選手・チームスタッフ含む来場者全員へのお願い 

① 下記のような場合は来場を見合わせる。なお、海外渡航歴を有する従事者及び選手の

対応については、日本入国時の検疫措置（厚生労働省HP「水際対策」など参照）に沿

って判断する 
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・体調が良くない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常など） 

・濃厚接触者となった場合   

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

② 握手などの身体的接触を行わない 

③ 身体的距離（人と人とが触れ合わない間隔）の確保 

④ マスクの正しい着用 

⑤ 定期的かつこまめな手洗い、手指消毒、管内消毒、消毒液の設置 

⑥ 10 日前からの体温記録及び行動記録 

 

イ．入退場管理（全員） 

① 入退場チェック 

② 当日の検温未提出者の入場時の体温チェック ※詳細は後述５．4参照 

 

ウ．衛生担当者の設置 

  リーグは、試合開催時の衛生管理に関する責任者を決め、衛生管理や運営などがガイド

ラインに則して行われているかの確認・管理を行います。 

① アリーナの衛生管理 

 ・入場口、諸室などに消毒液の設置を行う。 

会場使用時に施設側で消毒液を常設していない共用スペース等を使用する場合には興

業側が設置。 

  ・法令を遵守した空調設備を設置し、また、換気のため可能な限りドアを開放する。 

 ・施設側と事前に消毒の実施等、衛生管理実施内容のすり合わせを行うこと。 

 ・チーム到着前に、チームが使用を予定する場所を定期的かつこまめに消毒する。その

後も、来場者が退館するまでの間、施設内の定期的かつこまめな消毒を実施する。 

 ・施設側に競技エリア(FoP)に、法令を遵守した換気機能（空調設備）が付いているかの

確認を行い、空調と換気に関する事前打ち合わせを行うこと。 

  ・トイレを利用する際には、手洗いを徹底し、共通のタオルの使用を禁止とする。 

  ・ゴミを処理する際には密閉して縛り、手袋とマスクを正しく着用し回収する。 

 

② 試合で使用する設備等の衛生管理 

 ・試合で使用する設備をすべて定期的かつこまめに消毒する。 

 

③ 映像設備の衛生管理 
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 ・カメラ、マイク、カメライントレ等の中継用資材は、会場搬入前、現場設置時、撤収

時に消毒液で定期的かつこまめに消毒を行う。 

 ・無人カメラ設置を検討する。あるいは身体的距離の取れるゾーニングを確保する。 

  ・身体的距離の取れる中継室を確保する。あるいは中継車内において感染防止策を講じ

る。 

  ・身体的距離の取れる実況解説ブースを設置し、アクリル板を準備する。 

  ・「３密」を避けられる打ち合わせ室兼控室を確保する。 

 

④ 観客席の衛生管理 

 ・ゾーンの入口に消毒液を設置する。 

 

（３）チケットに関して 

ア．事前準備 

  ・各施設によって定められた入場上限数に応じて、チケット販売数を準備する。 

  ・チケット販売は、試合当日から３週間程度前とする（発売日時はリーグより提示され

る）。 

  ・来場者の情報を把握する為、オンライン販売（ローソンチケット）のみとする。 

  ・販売席に関しては、全席個席販売での設定とする。実施が難しい会場に関しては、別

途列販売などの対応を行う。 

  ・チケット販売時には、コロナ禍における注意事項を規約に明記し、これに同意した者

のみが購入へと進む手順をとる。各クラブ公式サイト等でも適宜公表する。※試合前・

当日の入場できない事情（感染を含む）があっても、原則返金は不可。 

 

イ．当日 

  ・当日券販売を実施する場合、販売の際に名前・連絡先の情報を得ること。 

  ・当日券販売所は、感染対策をした上で設置可とする（マスクの正しい着用は義務。フ

ェイスシールドや観客との間のアクリル板等の設置については、クラブ判断）。 

 

 5.4 入退場口における対応  
（１）入退場口における対応の実施日程  

   前日の設営を含めた施設の使用開始時点を起点とし、撤去作業の終了時まで。 

 

（２）入退場時の密集回避 
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・時間差入退場を実施するなど、入退場時の密集を回避する。 

・休憩時間や待合場所等の密集を回避する措置を講じる。 

・密集を回避するための人員の配置、導線の確保等の体制を構築する。 

・入場口、トイレ、売店等の密集が回避できない場合は、そのキャパシティに応じ、目

安の人数上限等を下回る制限を実施する。 

  ・混雑時に、身体的距離、密にならない程度の間隔（最低限人と人とが触れ合わない程

度の間隔）を確保した誘導を行う。 

 

（３）入場チェック （全員） 

  ・ゾーニングに合わせた入場口をもうけ、入退場チェックを行う。 

  ・実施内容と来場者数をふまえ、適正な数を設置。 

  ・来場時点でマスクを正しく着用しているかを確認、正しい着用を義務付ける。マスク

を正しく着用していない場合は個別に注意を行う。 

 

（４）入場者のリストチェック 

  ・ 選手・チームスタッフ・審判含め、入場リストで氏名の確認を行う。 

  →緊急の追加については、運営担当責任者の判断による。 

  ・ 事前に入手している緊急連絡先の確認を行い、感染等の発生時に迅速な連絡が行える

ようにする。 

 

（５）入場時の体温チェック（選手・スタッフ） 

・体調不良が認められた場合は、発熱の有無にかかわらず入場不可とする。 

  ・試合前日に体温記録表を提出した場合、当日の体温を入場時に申告する。検温を行な

っていなければ、その場で検温する。 

 

（６）入場口でのチェック（一般客） 

  ・一般来場者（観客）には、非接触検温器での検温を実施する。  

  ・入場時の検温で37.5度以上の発熱の場合、また37.5度未満であっても症状がある場合

や平熱よりも高いことが明らかな場合、入場不可とする（原則払い戻しは無し）。 

・当日券購入の一般来場者（観客）は、チケット半券に名前・電話番号を記入（※）し

てもらい、感染等の対応が行えるようにする。（※：記入欄を設ける） 

  ・手荷物検査は、お客様に荷物を開けてもらい、お客様の荷物には触らない。 

  ・チケットはスタッフが券面の確認を行い、お客さまにもぎってもらう。 
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  ・飲料の移し替えは、手指消毒後お客様自身で行う。 

  ・配布物に関しては、スタッフが手袋を着用して配布を行う。 

  ・配布物は、スタッフのみが触れ、飛沫が付着しないように管理を行う。 

 

（６）手指消毒 

   会場内に入る前に手指消毒を行ってもらう。 

 

（７）退場（一般客） 

   席種（エリア）ごとに時差退場を実施する等、退場者が密にならないような整理を行

うこと。 

 

5.5 試合に関して 

（１）試合準備 

 ア．監督会議及びオーダー交換について 

  ・監督会議及びオーダー交換は各チーム代表者1名のみ出席で行い、注意事項等は書面に

て各チームに配布する。 

 イ．ラケットコントロール 

  ・原則行わない。 

 

（２）試合実施 

 ア．試合中の感染予防 

  ・選手は競技エリア（コート）に入場する際、手指等を消毒する。 

  ・審判は、マッチ間に消毒液でテーブルを拭く。 

  ・選手は試合中の大きな声を回避する。 

  ・選手同士、及び審判、ベンチとの握手、ハイタッチの自粛。 

   ※ラケットタッチ、会釈等で対応すること。 

  ・飲料は自分専用のものを飲み、他と共有しない。 

  ・選手は卓球台を手で拭くことはしない。台を触らない。 

  ・選手はシューズの裏を手で拭くことはしない。 

 

 イ．試合時のマスクとタオル 

  ・試合出場選手は、マスクを着用しなくても良い。 

  ・通常のタオル置きは使用せず、選手毎にタオルボックスを準備し、審判から離れた場
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所に置く。ダブルス種目の場合も選手個々のタオルボックスを準備する。 

  ・タオルは自身の汗を拭くためだけに使用し、台や他のものを拭くことはできない。 

 

 ウ．試合に関して 

  ・ダブルスパートナー同士の握手・ハイタッチ等の接触を自粛する。 

  ・ダブルスパートナー同士の対面での会話を可能な限り避ける。 

  ・ラケット確認は、審判が確認後、主審・副審とで選手を分けて、選手へ見せる。 

  ・コイントスは、審判、選手が、身体的距離（人と人とが触れ合わない距離）を確保し

た状態で行う。 

  ・選手入替の際には、身体的距離を確保して移動する。 

  ・マルチボールのボールパーソンはマスクを正しく着用する。ボールの回収はボール回

収網を利用し、試合開始前に消毒を行う。ボールは30球用意する。 

  ・試合後、選手、チームスタッフ、審判は各自でロッカールーム、控室に戻る。その

際、引き上げ動線が混雑しないように事前に確認する。また、動線が狭い場合は時間

差で引き上げるなどの方法を予め決めておく。 

 

 エ．その他注意事項 

 ・身体的距離確保のため、ベンチ入りメンバー数を限定する可能性がある。 

 ・スタッフは、スタッフ席にて試合観戦を行う。 

 ・監督・選手・コーチ・通訳・スタッフは、常にマスクを正しく着用する。 

 ・ゲーム間、タイムアウトのアドバイス時にも、プレイヤー以外はマスク正しく着用。

また、アドバイスは対面を可能な限り避けること。 

 

5.6 映像制作 
（１）映像制作スタッフについて 

 ・T リーグ公式映像およびすべてのライツホルダースタッフは、直近10日間の健康管理・

行動履歴等に関する体温記録表を記入し事前に提出すること。スタッフは常にマスクの

正しい着用を行うこと。 

 ・T リーグ公式映像およびすべてのライツホルダースタッフは、ガイドライン１の基本事

項を遵守する。 

 

（２）試合時の撮影、取材等 

 ・撮影ゾーン以外での撮影は禁止する。 
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 ・チームスペースへの立入りは禁止する。 

 ・各室、各車両を定期的に換気(1時間に2回以上、かつ、1回に5分以上)すること。または

ドア、窓を常時開放する。 

 

（３）試合終了・撤収時 

 ・作業終了後、テーブルなどを必ず消毒する。 

 

5.7 会場内エンターテインメント 
（１）基本ルール  

 チームは、アクターもチームスタッフとみなし、アクター本人の家族・同居者が、直近

14日間に新型コロナ感染症の疑い症状（発熱、咳、息苦しさ(呼吸困難)、喉の痛み、だる

さ、味覚嗅覚の異常）がないことを確認すること。また万が一に備え、10日間の体調管理

および行動記録を提出できるよう準備しておくこと。 

 

（２）マスコットについて 

 ・マスコットの控室は個室とし、衣装の着脱は控室の中でのみ可とする。 

 ・使用前後に衣装の内側、外側の消毒を行うこと。 

・選手やコーチングスタッフ等他のスタッフとの距離は、人と人とが触れ合わない間隔を

保つ。 

 ・選手やコーチングスタッフ等の、マスコットとのフィジカルコンタクトは禁止。 

 

（３）チアについて 

 ・控室は広さに合わせ人数制限を行うこと。 

・選手やコーチングスタッフ等他のスタッフとの距離は、人と人とが触れ合わない間隔を

保つ。 

 ・選手やコーチングスタッフ等とのフィジカルコンタクトは禁止。 

 

（４）試合終了後演出について 

 ・選手、チームスタッフは試合終了後に握手などのフィジカルコンタクトは極力避ける。 

 ・チームとしてコートに集まって、自宅等で観戦しているファンに挨拶する等を行う場

合、人と人とが触れ合わない程度の身体的距離を確保すること。 

 

5.8 応援 
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 手拍子、拍手、打楽器（大音量を生じるものは避ける）を使用しての応援を推奨すること

とし、下記の行為に関しては感染防止対策の観点から禁止とする。禁止行為を行う者がいた

場合には、個別に注意等を行う。 

（１）飛沫感染防止 

 ① 大きな声を出しての応援、指笛 

(大きな声とは、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること) 
 ② 周囲の来場者へ向けて上記のような行動を煽る行為 

 ③ 風船やジェット風船の使用。なお、バルーンスティックは、打楽器的に使用することは

妨げないが、会場内で空気を抜く行為は禁止する。 

 

（２）接触感染防止 

 ① 他来場者などとのハイタッチや肩組みなどのフィジカルコンタクト 

 ⓶ 座席の移動 

 

5.9 メディア対応 

 メディアは指定したゾーニング（ゾーン３）以外へのアクセスは基本禁止とする。試合終

了後はミックスゾーンではなく記者会見（リモート取材）とする。 

 

（１）メディアへの依頼 

  感染拡大防止の観点から、すべての選手スタッフ同様、体調・行動チェックを行う。 

 

 ア．事前依頼 

 ＜取材前２週間における健康状態＞ 

 □ 平熱を超える発熱がないか（平熱には個人差があるため、平熱より＋1.5℃ を基準） 

 □ 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪症状がないか 

 □ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がないか 

 □ 嗅覚や味覚の異常がないか 

 □ 体が重く感じる、疲れやすい等がないか 

 □ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がないか 

 □ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいないか 

 □ 過去7日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされている国、地域等へ

の渡航又は当該在住者との濃厚接触がないか 
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 イ．当日の依頼 

 □ 握手などの身体的接触を行わない 

 □ マスクの正しい着用 

 □ 身体的距離（人と人とが触れ合わない距離）の確保 

 □ 取材2 日前～当日の体温測定（37.5 度以上検温された場合は来場お断り） 

 

（２）試合中 

 ア．記者席：ペン記者 

  ・身体的距離(人と人とが触れ合わない距離)を確保できるように設定すること。 

 

 イ．撮影エリア（コートエンド）：スチール、ENG 

  ・スチールカメラマンおよびクルー間の距離を前後左右1m 以上に保つ。 

 

 ウ．撮影エリア（ベースカメラ） 

  ・身体的距離(人と人とが触れ合わない距離)を確保できるように設定すること。 

 

（３）試合終了後 

  ・試合終了後もメディア同士の身体的距離も身体的距離(人と人とが触れ合わない距離)

を確保できるように留意する。 

 

（４）記者会見 

   原則リモートで行う。 

 

5.10 傷病者対応  
（１）事前準備 

  ・予め利用施設担当者と打ち合わせを行い、保健所や近隣の病院を確認する。また、新

型コロナウイルスの感染のケースを考え、事前に受け入れ可能な病院を確認する。 

  ・施設の傷病者マニュアルを確認する。 

  ・当日の帯同看護師と施設のマニュアルを含めた打ち合わせを行う。 

 

（２）運営側の一時対応 

  ・傷病者の一時対応を行う担当者を予め決めておき感染予防対策を行う。 

  ・施設の傷病者マニュアルに従う。 
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（３）体調不良に関して 

  ・体調不良の場合には、すぐにマスクを正しく着用し、換気が十分にできる場所(窓等外

気と換気ができる場所)に移動させる。 

  ・帯同看護師の指導のもと、帰宅もしくは受診を検討する。 

 

（４）感染者の発生を確認した場合 

  ・試合開催後、数日以内に全ての来場者の中から感染者（PCR検査陽性者）の発生が確

認された場合、選手・チームスタッフ・審判、その他スタッフは連絡先リスト、一般

来場者（観客）はチケットの半券で入場者を特定し、連絡を行う。 

  ・観客から感染者が発生した場合は、座席位置等をTリーグホームページで開示し、濃厚

接触者となる可能性のある方々が状況認識できるようにする。 

 

5.11 試合開催前後の行動管理 

Tリーグ及びチームは、観客として来場する者に対し、以下の点について注意喚起を行う。 

・試合開催前後の感染防止対策の徹底 

・交通機関、飲食店等の分散利用 

 ＊可能な限り、予約システム等の活用により分散利用を促進する 
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6.1 有観客通常開催試合の実施概要 

（１）目的 

・政府や自治体等による開催、入場等の制限が伴わない場合において 

ガイドライン 6：有観客通常開催試合を適用することとする。 

・会場内におけるリスクを最小限に抑える体制の構築を前提に、必要最小限の運営履行人数

を興行ごとに検討する。 

・チームや選手の安全に最大限配慮しながら競技の安全開催を第一とする。 

・来場するファン、映像視聴するファンへ卓球の魅力を届けるため、選手やスタッフの感染

予防対策を十分に実施した上で、各チームのコンテンツを活用したエンタメを実施できる

よう考慮する。 

 

（２）ガイドラインの適用 

 前日の興行設営を含めた施設の使用開始時点を起点とし、撤去作業の終了時までを対象と

する。 

 

（３）会場のゾーニングについて 

・一般来場者と選手やチームスタッフ、その他スタッフ等の入口および動線を分け、互いの

接触を避ける動線管理を行う。そして、それぞれのゾーンにおけるエリア分けも明確に行

い、極力交錯しないように計画する。 

 ※詳細は 6．２会場のゾーニングと使い方、参照。 

・選手と観客が、試合前後、休憩時間等に接触しないように確実な措置を講じる。措置を講

じることができない場合には、試合開催を認めない。 

 

（４）運営主体、および運営履行人数について  

会場内におけるリスクを最小限に抑える体制の構築を前提に、必要最小限の運営履行人数

を興行ごとに検討する。 

 ア．セントラル方式による試合開催（Ｔリーグ主催） 

Ｔリーグ新型コロナ感染症対策ガイドライン 

ガイドライン 6 ： 有観客通常開催試合 
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   運営はＴリーグが行う。 

 

 イ．ホーム&アウェー方式による試合開催（ホームチーム運営） 

   運営はホームチームが行う。したがって、受付および感染予防対策に関する準備は、

ガイドラインに則りホームチームが執り行うこと。来場者リストと体温記録表はＴリ

ーグ担当者とチーム担当者で事前に共有する（来場者リスト：開催１週間前、体温記

録表：午前試合は前日 21 時まで、午後試合は試合開始４時間前まで）。 

 

（５）入場制限 

 ア．選手、チームスタッフ 

 ・ベンチに入る全ての選手、監督、コーチ、チームスタッフは、T リーグが定めるところに

従い、PCR 検査若しくは抗原定性検査受けること。そしてチーム担当者は、その結果を

リーグ担当者にメールにて報告すること。 

 ※検査を行う頻度については別途リーグ事務局より通知する。 

 ※検査費用は各チーム負担とする。 

 ※ファイナルにおける検査の実施概要については、該当チームに別途案内を行う。 

 ・新型コロナウイルスの感染疑い症状のある選手は、試合出場・練習を控えること。 

 

イ．審判、競技スタッフ等 

 ・審判、競技スタッフは体温記録表を規定の書式（下記参照）を用いて作成し、決められ

た日時までにリーグ担当者までメール又は来場時受付けで提出すること。 

 ●来場者リスト：開催１週間前 

●体温記録表：午前試合は前日 21 時まで、午後試合は試合開始４時間前まで 

  

 ウ．運営スタッフ、演出スタッフ、映像制作、メディア、解説等 

 ・事前申請があり、且つ入場時の検温で発熱症状がなかった者のみ入場を許可する。また、

Ｔリーグがメディア間で身体的距離を確保できないと判断した際には、入場を制限する

可能性がある。 

 ・来場者リスト、および体温記録表を規定の書式（下記参照）を用いて作成し、決められ

た日時までにリーグ担当者までメールにてデータを送付すること。 

 ●来場者リスト：開催１週間前 

 ●体温記録表：午前試合は前日 21 時まで、午後試合は試合開始４時間前まで 

 ・チアやマスコットも、最小限の人数とする。 
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 エ．一般来場者、チーム関連来場者、リーグ関連来場者 

 ・人数上限は、感染状況に応じて行政から提示される、各アリーナの収容率に基づき、各

施設が設定する。 

 ・一般来場者は、事前予約等予め来場者が特定できるようにするか、あるいは、入場時に

連絡先を把握できるようにした者のみ入場を認める。  

 ・陽性者が出た場合に必要な対応ができるよう、連絡先の提出を入場の条件とする（オン

ラインチケット販売情報、当日販売に関しては、入場口でのチケット半券への連絡先記

入など）。  

 ・試合の主管者（セントラル開催にあっては T リーグ、ホームゲームにあってはホームチ

ーム）は、発熱者・有症状者の入場を拒否する等入場者のルールについてイベント開催

前に明確に規定するとともに、試合開催日の 5 日前までに、HP 等で周知する。 

 

（６）その他 

 ・主管者は予め、チームから送付されたデータをもとに全来場者リストを作成し、当日の

入場者管理を行う。  

 ・一般来場者には、自分の座席番号を必ず記録すること、および後日 PCR 検査等によって

陽性反応が出た場合には、必ず主催者に報告するよう、アナウンスや掲示物により呼び

かけを行う。 
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6.2 会場のゾーニングと使い方  

（１）会場内のゾーニング 

 ア．４つのゾーンの設置 

   一般来場者と選手やスタッフ、その他スタッフ等の入口／動線を分け、互いの接触を

避ける動線管理を行う。バックヤードにおけるエリア分けも明確に行い、極力交錯し

ないように計画する。選手と観客は、試合前後、休憩時間を通じて接触しないよう確

実な措置を講じる。 

   また、フロア内におけるチームベンチエリアから四方1m 範囲内には、必要な競技スタ

ッフ、進行スタッフ、および一部中継スタッフ以外は立入禁止とし、フェンスや柵等

で区画する。 

 

 ・ゾーン１：選手、チームスタッフ、審判、競技スタッフ（モッパーなど）運営スタッフ、

演出関連スタッフ、映像制作、マスコットなど、メディア、解説 

 ・ゾーン２：一般来場者、チーム関連来場者、リーグ関連来場者、会場物販 

 

（２）選手、チームスタッフ、審判、競技スタッフエリア【ゾーン１】 

  どの場所においても、３密を回避するような工夫をすること。 

 ア．バックヤードについて 

  ・それぞれの役割が混在しないように区分けする。 

 

 イ．ロッカールームについて 
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  ・選手、スタッフ、審判、それぞれに振り分けられた部屋以外の立入りを制限する。 

 ・ロッカールーム内でも身体的距離を確保する。スペースに応じて利用人数を制限し、

３密を避ける（追加の更衣室が難しい場合、時間をずらすなどの工夫をする）。 

  ・換気機能のないスペースでの打ち合わせ等を禁止とする。 

  ・打ち合わせ等を行う際には最小限の人数、最短時間で行う。 

 

 ウ．ベンチエリアについて 

  ・ベンチエリアには選手とチームスタッフのみアクセス可能。 

  ・ベンチエリアの前後左右は 2m の間隔を空けること。 

   (スペース上１—２列目の前後間隔を２m 空けられない場合のみ１m での設置可) 

  ・ベンチエリアでは選手およびチームスタッフのマスクの正しい着用を義務付ける。 

  

エ．競技エリア（FoP）・練習会場について 

  ・立入りは、選手・コーチングスタッフ・審判・競技スタッフのみとする。 

  ・練習中の選手および練習パートナー以外（監督・通訳・その他のコーチングスタッフ）

はマスクを正しく着用すること。 

・選手は試合・練習以外ではマスクを正しく着用する。やむを得ずマスクを着用してい

ないときは、十分な距離を空けるよう配慮し、会話は短く切り上げること。 

  ・大きな発声は極力回避する。大声を出す者がいた場合には個別に注意を行う。 

  ・審判・競技スタッフは常にマスクを正しく着用し、身体的距離を保つこと。 

  ・観客席は、競技エリアから 1ｍ以上の距離を確保して設置すること。 

 

（３）運営・演出進行スタッフエリア【ゾーン 1】 

 ア．運営スタッフエリア 

  ・常にマスクを正しく着用し、身体的距離を確保するように意識すること。 

  ・こまめな換気(1 時間に 2 回以上、かつ、1 回に 5 分以上)を心がけること。アリーナ

(FoP)以外は常時換気とする。 

  ・打ち合わせや報告の際に対面を避けて会話すること。 

  ・備品等の共有は避ける。共有備品を使用する際定期的かつこまめな消毒を心がける 

 

 イ．演出進行スタッフエリア 

  ・進行はチームベンチエリアから２m 以上離れた場所で行うこと。 

  ・席間を出来るだけ空ける。 
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  ・演出進行スタッフエリアは O P 卓を含めマスクの正しい着用を義務づける。 

  ・大声での指示出しは行わない。 

  ・クリアカムや M C 用のマイクなどは試合前後に必ず消毒を行うこと。 

  ・本番中のコミュニケーションは対面を避け、可能な限りクリアカムなどで行う。 

  ・備品等の共有は避ける。共有備品を使用する際定期的かつこまめな消毒を心がける。 

 

（４）メディア、解説エリア【ゾーン 1】 

 ・常にマスクを正しく着用し、身体的距離を確保するように意識すること。 

 

（５）一般来場者、チーム関連来場者、リーグ関連来場者、会場物販【ゾーン 2】 

 ア．座席の配置、および収容率の管理権限  

   ・国や対策本部、スポーツ庁の提示は「目安」である。収容率の管理権限主体は、最終

的に地元自治体となるため、主催チームは、各自治体へ試合実施および配席について

の了解を事前に得ること。 

  ・声出し応援席を設置する場合は、T リーグが別途定める指示に従う。 

  

 イ．チームおよびリーグ関連来場者 

  ・一般観客席とは別に、チームおよびリーグスポンサー等のための特別席を準備する。 

  ・スポンサー、招待者、社員の来場に関しては、名前・連絡先の情報をチームで管理し、

入場を認める。 

  ・リーグスポンサーなどの来場者は、名前・連絡先の情報をリーグが取得し、チームへ

伝達する。 

 

 ウ．会場物販 

  ・販売所は、密を回避し、感染予防対策（マスクの正しい着用は義務。フェイスシール

ド、スタッフと観客間のアクリル板等の設置、および現金・クレジットカード受け渡

しトレイ使用に関してはチーム判断）をした上で設置可能とする。 

  ・売店に入る人数を制限する（５名以下）。 

  ・待機場所をマーキングしてソーシャルディスタンスを保持させるために、列誘導・注

意喚起のスタッフを配置する。 

 

 エ．飲食  

  ・行政及び施設の指導に従う。 



  
 

58 
 

  ・販売所の設置については、上記「ウ．会場物販」に準ずる。 

  ・食事中以外は必ずマスクを正しく着用し、顔の正面からできる限り 2ｍを目安に 

最低 1ｍ距離を確保することを含め真正面の配置をさける。 

   

（６）その他 

 ア．喫煙所について 

  ・施設共有部として設置されていることが多いため、施設側のルールに従う。原則とし

て、当面の間Ｔリーグとしては設置しない。 

 

 イ．アリーナ内外の掲出及び装飾 

  ・ファンから預かる横断幕の掲出は、通常興行時と同様にチームごとの掲出可否判断と

する。なお、チームはファンからの受け渡し時のリスクを回避し、適宜消毒対応を行

って掲出する。 

  ・掲出物の設置作業は、許可を得たチームスタッフが実施する。 

 

6.3 試合開催における準備 

（１）必須運営備品 

・手指用消毒液：選手、スタッフ、観客 

  ・機器・設備用消毒液：競技フロア、練習会場、控え室等 

  ・マスク（予備）：基本的に各自で準備 

  ・ゴム手袋（予備）：基本的に各自で準備 

  ・非接触型検温器：入場時 

  ・タオルカゴ：試合時、選手数 

  ・ボール回収網：試合時、ボールパーソン数 

 

（２）必須運営事項 

ア．選手・チームスタッフ含む来場者全員へのお願い 

① 下記のような場合は来場を見合わせる 

・体調が良くない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常など） 

・濃厚接触者となった場合 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・過去 7日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ

の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 
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② 握手などの身体的接触を行わない 

③ 身体的距離（人と人とが触れ合わない距離）の確保 

④ マスクの正しい着用 

⑤ 定期的かつこまめな手洗い、手指消毒、管内消毒、消毒液の設置 

⑥ 10 日前からの体温記録及び行動記録 

イ．入退場管理（全員） 

① 入退場チェック 

② 当日の検温未提出者の入場時の体温チェック ※詳細は後述６．4 参照 

ウ．衛生担当者の設置 

  リーグは、試合開催時の衛生管理に関する責任者を決め、衛生管理や運営などがガイド

ラインに則して行われているかの確認・管理を行います。 

① アリーナの衛生管理 

 ・入場口、諸室などに消毒液の設置を行う。 

会場使用時に施設側で消毒液を常設していない共用スペース等を使用する場合には興業

側が設置。 

 ・アリーナの手洗い等に設置されているハンドドライヤー等は使用禁止。 

 ・法令を遵守した空調設備を設置しまた、換気のため可能な限りドアを開放する。 

 ・施設側と事前に消毒の実施等、衛生管理実施内容のすり合わせを行うこと。 

 ・チーム到着前に、チームが使用を予定する場所を定期的かつこまめに消毒する。その後

も、来場者が退館するまでの間、施設内の定期的な消毒を実施する。 

 ・施設側に競技エリア(FoP)に、法令を遵守した換気機能（空調設備）が付いているかの確

認を行い、空調と換気に関する事前打ち合わせを行うこと。 

 ・トイレを利用する際には、手洗いを徹底し、共通のタオルの使用を禁止とする。 

 ・ゴミを処理する際には密閉して縛り、手袋とマスクを正しく着用し回収する。 

 

② 試合で使用する設備等の衛生管理 

 ・試合で使用する設備をすべて定期的かつこまめに消毒する。 

 

③ 映像設備の衛生管理 

 ・カメラ、マイク、カメライントレ等の中継用資材は、会場搬入前、現場設置時、撤収時

に消毒液で定期的に消毒を行う。 

 ・無人カメラ設置を検討する。あるいは身体的距離の取れるゾーニングを確保する。 

 ・身体的距離の取れる中継室を確保する。あるいは中継車内において感染防止策を講じる。 
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 ・身体的距離の取れる実況解説ブースを設置し、アクリル板を準備する。 

 ・「３密」を避けられる打ち合わせ室兼控室を確保する。 

 

④ 観客席の衛生管理 

 ・ゾーンの入口に消毒液を設置する。 

 

（３）チケットに関して 

ア．事前準備 

  ・各施設によって定められた入場上限数に応じて、チケット販売数を準備する。 

  ・チケット販売時には、コロナ禍における注意事項を規約に明記し、これに同意した者

のみが購入へと進む手順をとる。各クラブ公式サイト等でも適宜公表する。※試合

前・当日の入場できない事情（感染を含む）があっても、原則返金は不可。 

イ．当日 

  ・当日券販売所は、感染対策をした上で設置可とする（マスクの正しい着用は義務。フ

ェイスシールドや観客との間のアクリル板等の設置については、クラブ判断）。 

 

 6.4 入退場口における対応  

（１）入退場口における対応の実施日程  

   前日の設営を含めた施設の使用開始時点を起点とし、撤去作業の終了時まで。 

 

（２）入退場時の密集回避 

・時間差入退場を実施するなど、入退場時の密集を回避する。 

・休憩時間や待合場所等の密集を回避する措置を講じる。 

・密集を回避するための人員の配置、導線の確保等の体制を構築する。 

・入場口、トイレ、売店等の密集が回避できない場合は、そのキャパシティに応じ、目

安の人数上限等を下回る制限を実施する。 

  ・混雑時に、身体的距離、密にならない程度の間隔（最低限人と人とが触れ合わない程

度の間隔）を確保した誘導を行う。 

 

（３）入場チェック （全員） 

  ・ゾーニングに合わせた入場口をもうけ、入退場チェックを行う。 

  ・実施内容と来場者数をふまえ、適正な数を設置。 

  ・来場時点でマスクを正しく着用しているかを確認、正しい着用を義務付ける。マスク
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を正しく着用していない場合は個別に注意を行う。 

 

（４）入場者のリストチェック 

  ・選手・チームスタッフ・審判含め、入場リストで氏名の確認を行う。 

   →緊急の追加については、運営担当責任者の判断による。 

  ・事前に入手している緊急連絡先の確認を行い、感染等の発生時に迅速な連絡が行える

ようにする。 

 

（５）入場時の体温チェック（選手・スタッフ） 

・体調不良が認められた場合は、発熱の有無にかかわらず入場不可とする。 

  ・試合前日に体温記録表を提出した場合、当日の体温を入場時に申告する。検温を行な

っていなければ、その場で検温する。 

 

（６）入場口でのチェック（一般客） 

  ・一般来場者（観客）には、非接触検温器での検温を実施する。  

  ・入場時の検温で 37.5 度以上の発熱の場合、また 37.5 度未満であっても症状がある場

合や平熱よりも高いことが明らかな場合、入場不可とする（原則払い戻しは無し）。 

 

（６）手指消毒 

   会場内に入る前に手指消毒を行ってもらう。 

 

（７）退場（一般客） 

   退場時に出入り口で混雑しないよう、座席のエリアごとに時差退場を実施する。 

 

6.5 試合に関して 

（１）試合準備 

 ア．監督会議及びオーダー交換について 

  ・監督会議及びオーダー交換は各チーム代表者各 2 名のみ出席で行い、注意事項等は書

面にて各チームに配布する。 

  

イ．ラケットコントロール 

  ・T リーグが指定したマッチデーのみ実施する。実施については監督会議時に両チーム監

督に対して通告を行い、原則試合前検査のみとする。 
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（２）試合実施 

 ア．試合中の感染予防 

  ・選手は競技エリア（コート）に入場する際、手指等を消毒する。 

  ・審判は、ハーフタイム時に消毒液でテーブルを拭く。  

  ・選手は試合中の大きな声を回避する。  

  ・選手同士、及び審判、ベンチとの握手、ハイタッチの自粛。 

   ※ラケットタッチ、会釈等で対応すること。 

  ・飲料は自分専用のものを飲み、他と共有しない。 

  ・選手は卓球台を手で拭くことはしない。台を触らない。 

  ・選手はシューズの裏を手で拭くことはしない。 

 

 イ．試合時のマスクとタオル 

  ・試合出場選手は、マスクを着用しなくても良い。 

  ・通常のタオル置きは使用せず、選手毎にタオルボックスを準備し、審判から離れた場

所に置く。ダブルス種目の場合も選手個々のタオルボックスを準備する。 

  ・タオルは自身の汗を拭くためだけに使用し、台や他のものを拭くことはできない。 

 

 ウ．試合に関して 

  ・ダブルスパートナー同士の握手・ハイタッチ等の接触を自粛する。 

  ・ダブルスパートナー同士の対面での会話を可能な限り避ける。 

  ・ラケット確認は、審判が確認後、主審・副審とで選手を分けて、選手へ見せる。 

  ・コイントスは、主審席前で選手が両サイドにいる状態で行う。 

  ・選手入替の際には、身体的距離を確保して移動する。 

  ・マルチボールのボールパーソンはマスクを正しく着用し手袋を着用する。 

  ・試合後、選手、チームスタッフ、審判は各自でロッカールーム、控室に戻る。その際、

引き上げ動線が混雑しないように事前に確認する。また、動線が狭い場合は時間差で

引き上げるなどの方法を予め決めておく。 

 

 エ．その他注意事項 

 ・身体的距離確保のため、ベンチ入りメンバー数を限定する可能性がある。 

 ・スタッフは、スタッフ席にて試合観戦を行う。 

  ・監督・選手・コーチ・通訳・スタッフは、常にマスクを正しく着用する。 
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 ・ゲーム間、タイムアウトのアドバイス時にも、プレイヤー以外はマスク正しく着用。

また、アドバイスは対面を可能な限り避けること。 

 ・試合終了後のファンサービスは、選手・監督・コーチと観客および観客同士が身体的

距離（人と人とが触れ合わない距離）を確保できるよう、チームスタッフにより整理

された状況下において実施可能とする。感染拡大防止の観点から、選手等が、一人の

観客に対応する時間は極力短時間とすること。 

 

 

6.6 映像制作 

（１）映像制作スタッフについて 

 ・T リーグ公式映像およびすべてのライツホルダースタッフは、直近２週間の健康管理・

行動履歴等に関する体温記録表を記入し事前に提出すること。スタッフは常にマスクの

正しい着用を行うこと。 

 ・T リーグ公式映像およびすべてのライツホルダースタッフは、ガイドライン１の基本事

項を遵守する。 

 

（２）試合時の撮影、取材等 

 ・撮影ゾーン以外での撮影は禁止する。 

 ・チームスペースへの立入りは禁止する。 

 ・各室、各車両を定期的に換気(1 時間に 2 回以上、かつ、1 回に 5 分以上)すること。また

はドア、窓を常時開放する。 

 ・紙による情報共有を回避する。 

 

（３）試合終了・撤収時 

 ・作業終了後、テーブルなどを必ず消毒する。 

 

6.7 会場内エンターテインメント 

（１）基本ルール  

原則として、アクターもチームスタッフとみなし、アクター本人の家族・同居者が、直近 7

日間に新型コロナ感染症の疑い症状（発熱、咳、息苦しさ(呼吸困難)、喉の痛み、だるさ、

味覚嗅覚の異常）がないことを確認すること。また万が一に備え、10 日間の体調管理およ

び行動記録を提出できるよう準備しておくこと。  
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（２）マスコットについて 

 ・マスコットの控室は個室とし、衣装の着脱は控室の中でのみ可とする。 

 ・使用前後に衣装の内側、外側の消毒を行うこと。 

 ・選手やコーチングスタッフ等他のスタッフとの距離を 1m 以上保つ。 

 ・選手やコーチングスタッフ等の、マスコットとのフィジカルコンタクトは禁止。 

 

（３）チアについて 

 ・控室は広さに合わせ人数制限を行うこと。 

 ・選手やコーチングスタッフ等他のスタッフとの距離を１m 以上保つ。 

 ・選手やコーチングスタッフ等とのフィジカルコンタクトは禁止。 

 

（４）試合終了後演出について 

 ・選手、チームスタッフは試合終了後に握手などのフィジカルコンタクトは行わない。 

 ・チームとしてコートに集まって、自宅等で観戦しているファンに挨拶する等を行う場合、

身体的距離を確保すること。  

 

6.8 応援 

 手拍子、拍手、打楽器（大音量を生じるものは避ける）を使用しての応援を推奨すること

とし、下記の行為に関しては感染防止対策の観点から禁止とする。禁止行為を行う者がい

た場合には、個別に注意等を行う。 

（１）飛沫感染防止  

 ① 大きな声を出しての応援、指笛  

 (大きな声とは、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること) 
② 周囲の来場者へ向けて上記のような行動を煽る行為 

 ③ 風船やジェット風船の使用。なお、バルーンスティックは、打楽器的に使用することは

妨げないが、会場内で空気を抜く行為は禁止する。 

 

（２）接触感染防止 

 ① 他来場者などとのハイタッチや肩組みなどのフィジカルコンタクト 

  

6.9 メディア対応 

メディアは指定したゾーニング（ゾーン１）以外へのアクセスは原則禁止とし、試合終了

後は、基本、記者会見（リモート取材）とし、ミックスゾーンでの取材を実施する場合
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は、メディアと選手が触れ合わない程度の距離を保った上での実施とする。 

（１）メディアへの依頼 

  感染拡大防止の観点から、すべての選手スタッフ同様、体調・行動チェックを行う。 

 

 ア．事前依頼 

 ＜取材前 10 日間における健康状態＞ 

 □ 平熱を超える発熱がないか（平熱には個人差があるため、平熱より＋1.5℃ を基準） 

 □ 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪症状がないか 

 □ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がないか 

 □ 嗅覚や味覚の異常がないか 

 □ 体が重く感じる、疲れやすい等がないか 

 □ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がないか 

 □ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいないか 

 

 イ．当日の依頼 

 □ 握手などの身体的接触を行わない 

 □ マスクの正しい着用 

 □ 身体的距離（人と人とが触れ合わない距離）の確保 

 □ 取材 2 日前～当日の体温測定（37.5 度以上検温された場合は来場お断り） 

 

（２）試合中 

 ア．記者席：ペン記者 

  ・身体的距離(人と人とが触れ合わない距離)を確保できるように設定すること。 

 

 イ．撮影エリア（コートエンド）：スチール、ENG 

  ・スチールカメラマンおよびクルー間の距離を前後左右 1m 以上に保つ。 

 

 ウ．撮影エリア（ベースカメラ） 

  ・身体的距離(人と人とが触れ合わない距離)を確保できるように設定すること。 

 

（３）試合終了後 

  ・試合終了後もメディア同士の身体的距離も身体的距離(人と人とが触れ合わない距離)

を確保できるように留意する。 
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  ・ミックスゾーンは設置せず、原則記者会見（リモート取材）で対応。 

 

（４）記者会見 

記者会見（リモート取材）を推奨するが、ミックスゾーンでの取材を実施する場合

は、メディアと選手が触れ合わない程度の距離を保った上での実施とする。 

 

6.10 傷病者対応  

（１）事前準備 

  ・予め利用施設担当者と打ち合わせを行い、保健所や近隣の病院を確認する。また、新

型コロナウイルスの感染のケースを考え、事前に受け入れ可能な病院を確認する。 

  ・施設の傷病者マニュアルを確認する。 

  ・当日の帯同看護師と施設のマニュアルを含めた打ち合わせを行う。 

 

（２）運営側の一時対応 

  ・傷病者の一時対応を行う担当者を予め決めておき感染予防対策を行う。 

  ・施設の傷病者マニュアルに従う。 

 

（３）体調不良に関して 

  ・体調不良の場合には、すぐにマスクを正しく着用し、換気が十分にできる場所(窓等外

気と換気ができる場所)に移動させる。 

  ・帯同看護師の指導のもと、帰宅もしくは受診を検討する。 

 

（４）感染者の発生を確認した場合 

  ・試合開催後、数日以内に全ての来場者の中から感染者（PCR 検査陽性者）の発生が確

認された場合、選手・チームスタッフ・審判、その他スタッフは連絡先リスト、一般

来場者（観客）はチケットの半券で入場者を特定し、連絡を行う。 

  ・観客から感染者が発生した場合は、座席位置等を T リーグホームページで開示し、濃

厚接触者となる可能性のある方々が状況認識できるようにする。 

 

6.11 試合開催前後の行動管理 

T リーグ及びチームは、観客として来場する者に対し、以下の点について注意喚起を行う。 

・試合開催前後の感染防止対策の徹底 

・交通機関、飲食店等の分散利用 
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 ＊可能な限り、予約システム等の活用により分散利用を促進する 

 

【制改定履歴】 

2020 年 11 月 12 日 制定 公表 

2020 年 12 月 28 日 改定（「ガイドライン 5 有観客入場制限付試合」追加） 

2021 年   1 月 13 日  改定  

2021 年 10 月 20 日 改定 

2022 年   7 月 20 日 改定（「ガイドライン 6 有観客通常開催試合」追加） 

2023 年 1 月 5 日 改定 

 


